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政府・東京電力統合対策室合同記者会見 

 

日時：平成２３年１２月１日（木）１６：３０～２０：００ 

場所：東京電力株式会社本店３階記者会見室 

対応：園田大臣政務官（内閣府）、森山原子力災害対策監（原子力安全・保

安院）、伊藤審議官（文部科学省）、加藤審議官（原子力安全委員会

事務局）、松本本部長代理（東京電力株式会社） 

＊文中敬称略 

 

 

○司会 

 それではただいまから政府東京電力統合対策室合同記者会見を開催いたします。

本日細野大臣は公務のため欠席させていただきます。あらかじめご承知おきをお

願いいたします。それでは園田大臣政務官より挨拶及び冒頭発言がございます。 

 

＜冒頭あいさつ＞ 

○園田政務官 

 本日もお集まり頂きましてありがとうございます。私から 1 点、前回のゲルマニウム

半導体の検出器についてお問い合わせがございました。今日皆さま方のお手元に

お配りさせていただいておりますが、国と独法とにおけるゲルマニウム半導体検出

器の保有台数ということで現段階で私どもで把握している台数そして種別、機関で

すね、それを上げさせて頂きました。前回私からですね、数で申し上げていたわけ

でございますが、前回申し上げた独法や財団法人で 115 台と申し上げていたところ

が精査したところ106台でございます。訂正させていただきます。なお大学でいきま

すと 33 台と申し上げておりましたけど 47 台の誤りでございました。それを皆さま方

のお手元にお配りさせていただいておりますので、また後ほどご確認いただけれ

ばと思います。私からは以上でございます。 

 

○司会 

 それでは式次第に従って進めさせていただきたいと思います。最初は環境モニタリ

ングの状況についてです。まずは東京電力からの説明となります。 

 

＜環境モニタリングについて＞ 

○東京電力 

 東京電力の松本です。環境モニタリングの状況につきまして 2 件ご報告させていた

だきます。まず 1 件目は空気中の放射性物質の濃度です。資料のタイトルは『福島
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第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性物質の核種分析の結果につ

いて、第 251 報』でございます。こちらはページをめくっていただきまして、1 枚目の

裏面になります。昨日は、福島第一原子力発電所の西門と第二原子力発電所の

モニタリングポストの 1 番での測定結果になります。いずれの地点も ND 検出限界

未満という状況でございます。続きまして、海水の状況です。資料のタイトルは『福

島第一原子力発電所付近における海水中の放射性物質の核種分析の結果につ

いて第 244 報』でございます。ページをめくっていただきまして 1 枚目の裏面に沿岸

部の 4 カ所、それから 2 枚目以降が沖合の各地点での分析結果になります。経時

変化を 3 ページ目以降グラフ化しておりますけども、大きな変動等は見られており

ません。引き続き経過を観察していきたいと考えております。東京電力からは以上

です。 

 

○司会 

 次に文部科学省からの説明となります。 

 

○文部科学省 

 文部科学省の伊藤でございます。環境モニタリングの結果について資料を 2 種類お

配りさせていただいております。まず全国的な状況ですけれども、放射能水準、大

学の協力による空間線量、定時降下物、上水については大きな変動は見られてお

りません。それから発電所周辺ですが、20 キロ以遠の空間線量率、それから積算

線量結果、ダストサンプリング、それから福島県による緊急時モニタリング、これら

についても大きな変動はありません。イレギュラーな資料として、資料 9 の環境放

射線モニタリング詳細調査（南相馬市の結果について）というのが、現地対策本部

及び県の方から発表されております。これらについては 9 月の初旬に調査したもの

ですけども、前回 6 月 7 月に南相馬で測定した時と比べて線量が減少している地

点が 545、上昇しているところは 154 カ所などという結果が得られております。それ

から 10 番が土壌の放射線モニタリング（プルトニウム調査結果の速報資料番号

10）ですけども、これについては福島県において 8 月から 10 月にかけて県内 55 地

点において土壌のプルトニウムを調査したものであります。何カ所かにおいてプル

トニウムが検出されていますけども、1 点をのぞいて通常の範囲内というふうに評

価されております。1 地点、これは大熊町ですが、ここはプルトニウム 238 とそれ以

外の 239 たす 240 の比率から見て事故由来のものと見られるという評価をされて

おられます。それから、ページめくっていただいて資料 11、これの積算線量結果も

特段大きな変動はございません。海域の調査、資料番号 12 と 13 ですけれども、発

電所周辺の海域のモニタリング結果、それから茨城県周辺の海域のモニタリング

結果について東京電力から発表されておりますが、いずれも発電所のごく周辺に
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おいて数 Bq/L のセシウムが検出されておりますが他の地点では ND となっており

ます。それから資料番号の 14、福島県の学校の調査ですが、緊急時避難準備区

域の解除によって授業を再開した学校について、おおむね 2 週間に 1 回、簡易型

積算線量計によるモニタリングを行っております。今回 13 の保育園幼稚園小学校

中学校が開校されておりますけども、その平均の線量が誤作動を除けば 0.2μ

Sv/h となっております。年間に学校での被ばく線量は 0.2mSv と推定されておりま

す。それから別冊の方で少し補足させていただきます。別冊のうち大部分は今申し

上げたところでございますが、海域の調査の一番最後のところ、資料番号 7 番です

が、発電所周辺の海域モニタリングの結果（プルトニウムについて）ということで、

発電所周辺の海水についてですね、プルトニウムの測定をしておりますが、検出

限界値未満となっております。以上です。 

 

○司会  

 続きまして原子力安全委員会から説明します。 

 

○原子力安全委員会事務局 

 原子力安全委員会事務局の加藤でございます。私の方からは環境モニタリング結

果の評価についてという本日付の原子力安全委員会の 1 枚紙で裏表にコピーして

ございますものと、参考資料といたしまして 1 枚目が福島県の地図になってござい

ますもの、これを用いて説明いたします。 

まず資料の 1 の空間放射線量でありますけども、これにつきましては特段大き

な変化はない状況であります。2 の空気中の放射性物質濃度でありますけども、参

考資料の 9 ページから 11 ページをご覧いただきますと、1 番上のポイントでありま

す、福島市杉妻町でありますけども、こちらでセシウムが検出されておりますけども、

値は濃度限度を下回っている状況であります。このポイントでのヨウ素それから他

のポイントでの核種は全て検出限界未満であったということです。資料の 4 の環境

試料についてであります。資料でいうと二つめの黒ぽつで、文科省からも紹介あり

ましたけども、福島県の方で県内全域において土壌中のプルトニウムの分析を行っ

ております。お手元の参考資料ですと 16 ページから 18 ページに資料があるわけで

ございますが、今回のこの検出されたプルトニウムが今回の事故によるものかどう

かにつきましては、プルトニウム 238 と、それからもう一方 239 と 240 を合わせたも

の、これの放射能濃度比で見るというのが普通の見方でございます。それで、事故

発生前の日本の平均では大体 0.026 だったわけですけども、多くのポイントでは大

体これと同程度であるわけですけども、大熊町で測定されたものではこの放射能濃

度比が 0.214 と、プルトニウム 238 の比率が高いものになっておりまして、今回の事

故の影響の可能性が考えられるという評価でございます。それから、参考資料の
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19 ページから 21 ページをご覧いただきますとこれは発電所周辺、それから茨城県

沿岸での海水中の放射性物質の分析結果でありまして、発電所近くの1から4のポ

イントを中心にセシウムが検出されているポイントがありますけども値は濃度限度

以下であります。その他のポイントは検出限界未満であったということでございます。

私からは以上でございます。 

 

○司会  

 続きましてプラントの状況についてです。東京電力からの説明です。 

 

＜プラント状況について＞ 

○東京電力 

 東京電力からプラントの状況についてご報告させていただきます。まず、『福島第一

原子力発電所の状況』についてという A4 縦の表裏 1 枚の資料をご覧ください。タ

ービン建屋地下のたまり水の処理でございますが、現在、第一セシウム吸着装置

キュリオンと第二セシウム吸着装置サリーによります高濃度汚染水の処理を継続

して実施中です。トレンチ立坑、各建屋の地下のたまり水の移送につきましては、2

号機と 3 号機から集中廃棄物処理建屋の方への移送を行っております。6 号機に

つきましては屋外の仮設タンクへの移送を明日まで実施中です。それから建屋、ト

レンチ立坑の水位等に関しては会見途中で最新のデータをお届けしたいと思って

おります。放射性物質のモニタリングにつきましては先ほど述べたとおりです。裏

面の方にまいります。使用済燃料プールの冷却ですけども現在1、3、4号について

循環冷却を実施中です。2 号機につきましては一次冷却系の差流量大という状況

が出て現在停止しております。プールの水温は 11 時現在 23.5℃、それから午後 1

時現在 23.8℃という状況でございます。最大でも 1 時間当たり 0.3℃ということでご

ざいますので、当面、使用済燃料プールの冷却には問題ないものと考えておりま

すが引き続き計器等の点検を進めてまいりたいというふうに思っております。それ

から 3 号機につきましては本日 2m3 ほどヒドラジンを注入しております。それから圧

力容器への注水、圧力容器の温度、格納容器の圧力に関しましては記載の表の

とおりです。なお 2 号機につきましては午前中の会見で申し上げたとおり、11 時か

ら窒素を圧力容器本体に 5m3/h で注入を開始いたしております。それから 12 時 10

分に格納容器内に注入する分と圧力容器に注入する分のバランスを取るために

格納容器ガス管理システムの排気を 34m３/h に増やしているという状況でございま

す。その他、作業の実績等につきましても、こちらの会見途中で最新の実績をお届

けしたいというふうに思っております。続きまして発電所の中の水などの分析の結

果です。資料のタイトルを申し上げますと『福島第一原子力発電所取水口付近で

採取した海水中に含まれる放射性物質の核種分析の結果について 11 月 30 日の
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採取分』でございます。これは取水口付近のサンプル結果になります。ページをめ

くっていただきまして 1 枚目の裏面から各サンプリング点での測定結果を記載して

おります。2 枚目の裏面になりますが、現在、５号機の取水口付近で清掃作業を行

っておりますので、5号機の取水口での海水サンプリングを追加いたしております。

経時変化を 3 枚目からグラフ化していますが特に大きな変動等は見られておりま

せん。高濃度汚染水は海洋中に漏出していないと判断いたしております。続きまし

てタービン建屋付近のサブドレインの状況です。資料のタイトルは『福島第一原子

力発電所タービン建屋付近のサブドレンからの放射性物質の検出について、11 月

30 日採取分』でございます。ページをめくっていただきまして 1 号機から 6 号機の

サブドレン水、それから1番右に坑内深井戸での水の分析結果です。2枚目から経

時変化をグラフ化しておりますけれども、こちらも大きな変動は見られておりません。

高濃度汚染水が地下水中に漏出してないというふうに考えております。最後になり

ますが、集中廃棄物処理施設周辺のサブドレン水の核種分析の結果です。A4 横

の表の形式になっている資料でございますが、こちらも11月30日の測定結果では

通常の変動範囲内ということで考えております。引き続き集中廃棄物処理施設に

溜まっております高濃度汚染水が、地下水中に漏出はしてないというふうに考えて

おります。東京電力からは以上です。 

 

○司会 

 次に原子力安全保安院からの説明となります。 

 

○保安院 

 原子力安全保安院の森山でございます。これまでいただいております宿題から 3 点

ご回答を申し上げます。まず最初は手順書の関係で、保安院に報告のあった手順

書、あるいはその関連の書類は何かということと、それから東京電力からの意見

書の公開についてのご質問ございました。東京電力から提出されておりますもの

は、1号機、2号機、3号機の事故時運転手順書と、その事故時運転手順書の適応

状況、それから公開、非公開の意見書でございます。基本的には、これまで保安

院として公開してきておりますけれども、手順書そのものにつきましては、これまで

はまだ事故に関する部分のみの公開となっておりまして、その他の部分につきまし

ては、現在まだ引き続き検討しているという状況にございます。それから意見書の

公開の件でございますけども、東京電力から出されました意見書、これは 9 月 27

日の報告徴収以降の件でございますけども、何度か意見書が提出されております

けども、意見書の本文そのものにつきましては、既に公開をさせていただいており

ます。ただしどこまでが意見書かという点はあるかと思います。すなわち手順書の

中に東京電力から、ここの部分をマスキングをしたいという、具体的なマスキング



 

6 
 

の箇所というものが元々記載されておりました。したがってその部分については、

保安院はそのマスキングをとったもので公開しておりますので、個々のマスキング

の部分については、現在公開はしておりませんけれども東京電力から出されまし

た意見書、これは基本的には 2 回ありまして、最初に出されました意見書が余り具

体的ではなかったということで、再度 11 月 14 日に提出されておりますけれども、こ

れについても既に公開をしております。それから二つ目が SPEEDI について、現在

時刻が 3 月 14 日の 14 時 53 分と記載されているけれども、津波到達時より早い時

間であるのになぜかというご質問がございました。これにつきましては、SPEEDI に

は、その時刻はございませんでしたけれども、ERSS の方に現在時刻として 3 月 11

日の 14 時 53 分という記載がございました。したがいまして、この ERSS の方に対

するご質問だということでご回答いたしますと、この ERSS につきましては、確かに

現在時刻として 3 月 11 日の 14 時 53 分と記載されているところがございますが、

これは当時の解析の実際の時刻とは無関係な値を表示しております。ERSS につ

きましては、電送そのものが停止をしておりまして、この解析では既存のテストデ

ータというものを仮に電送データ、すなわち発電所のプラントデータとみなしてシス

テムを使用しております。ERSS を動かすためには現在時刻というところがないと、

入力がないと解析を開始しないというシステムですので、仮の時刻として 14 時 53

分というものを入力したということでございました。それから三つ目に、3 月 12 日に

保安院がセシウム及びヨウ素の検出について発表したということで、その検出した

場所とどこの機関かというご質問がございました。3 月 12 日の保安院の会見の議

事録といいますか、必ずしもはっきりしないところがございますので、何を引用した

かというところも、必ずしも正確ではないかもしれませんけれども、3 月 12 日に検出

されたという記録が一つございました。これは既に 6 月 3 日に保安院のホームペー

ジで公開しておりますが、福島県がモニタリングの結果として検出したというのがご

ざいます。こちらの場所については、実際に地図の上に落としこまれておりまして、

保安院のホームページをご覧いただけたらと思いますけども、6 月 3 日に公表して

おりまして、タイトルは『福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所周辺

の緊急時モニタリング調査結果について、3 月 11 日から 15 日実施分』というもの

がございますので、こちらに福島県の方で実施されましたモニタリング結果の一覧

と、実際の場所といいますか、手書きで地図上に書きこまれたものがございますの

で、そちらをご確認いただければと思います。保安院からは以上でございます。 

 

○司会 

 最後に事務局の方から一つ、日隅さんの方から質問あった件につきまして補足説

明をさせていただければと思います。区分毎の登録人数でございます。前回区分4

のところが少なすぎるんではないかということで、それを確認させていただきました。
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区分 4 というのは、日本民間放送連盟会員さん、民放さんですけども、そこの多く

の会社が一番の日本新聞協会会員にも、両方に加盟をしておりました。その両方

に加盟をされた方が 800 人ちょっといらっしゃいます。今回分かりやすくするという

意味で、こちらの両方に入ってる方を 4 の方に区分し直して、改めてその数字を説

明させていただきたいと思います。区分 1、日本新聞協会会員さんに入ってるのが

1296。前回よりも人数が増えています。時間が経っておりますので、昨日時点、11

月 30 日時点の数字として説明させていただきます。区分 1 が 1296 人。それから区

分 2、日本専門新聞協会でございますけども 37。区分 3、日本地方新聞協会でござ

いますが、2でございます。前回4と説明しましたが、2人ちょっと区分が間違ってお

りましたので、整理をし直しております。区分 4、日本民間放送連盟会員さんが 887

でございます。うち 837 人が、1 にも 4 にも属している方でございますけれども、便

宜上 4 に区分をさせていただいております。区分 5、日本雑誌協会会員さんが 43。

区分 6、日本インターネット報道協会会員さんが 58。区分 7、日本外国特派員協会

会員及び外国者登録証保持者が 108。区分 8、1 から 7 のいずれかに準ずると認

める者でございますけども 155。区分 9、いわゆるフリーランスの方でございますが

42。これで合計が 2628 となります。現時点で記者登録がされている方が 2628 名と

なります。説明は以上でございます。それでは、これから質疑に入らせていただき

たいと思います。前回と同様でございますけれども、最初の質問の機会を出来る

だけ早く皆さんにということでございまして、一度にご質問いただく件数を三つまで

というふうにお願いをさせていただきたいと思います。同様に質問自体につきまし

ても、なるべく簡潔にお願いしたいと思います。また回答側につきましても、出来る

だけ簡潔に分かり易い回答を心がけていただくようお願いしたいと思います。また

質問の際には、所属とお名前を名乗っていただくとともに誰に対する質問であるか

を明確にしていただくようお願いいたします。それではご質問のある方は挙手をお

願いいたします。では、どうぞ。 

 

 

＜質疑応答＞ 

○朝日新聞 杉本 

Ｑ：朝日新聞の杉本と申します。園田政務官と東京電力の方にお伺いいたします。

昨日、東京電力の方から燃料がどこにあるかという推定の結果が発表されました。

1 号機に関しては、そのほとんどが格納容器の方に落ちているという結果になりま

した。今の冷温停止の定義なんですけども、圧力容器下部の方の温度で測ってる

と思うんですけども、この定義を見直す考えがあるのかどうかということと、そのご

回答の理由についてお聞かせください。同様に東京電力もそのことについて、どう

考えられるか意見を聞かせてください。お願いします。 
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Ａ：(園田政務官) まず私からお答えをさせていただきます。昨日、ご指摘のように資

源エネルギー庁と保安院の主催で、専門家間のワークショップという形で東京電力

そして関係機関の方々、専門家の方々に集まっていただきまして、今の現段階に

おける東京電力からの一定の解析といいますか情報を提供していただいていると

ころでございます。まず全体的な流れで申し上げますと、今後これを、更に確から

しさといいますか、この中身についてやはり私どもも、格納容器あるいは圧力容器

の中の状況というものは、今後の廃炉に向けた様々な工程のなかで、是非とも検

証していく必要があるという考えに立っておりますので、そういった専門家の皆さま

方にも、様々ご議論をいただいて、より確実な形を今後見出してまいりたいなとい

うふうに思っておるところでございます。そのファーストステップが昨日のワークショ

ップの開催になったということでございます。今ご質問いただきましたステップ 2 の

終了目標であります冷温停止状態の定義のなかにおいて、圧力容器の底部の温

度についてもずっとこの間、皆さま方にお示しをさせていただいてきたところでござ

います。要は、私どもとしては、冷温停止状態をいかに今後継続して、安定的なも

のにするかというところが一番の、行っていかなければいけない作業、確認作業の

中で、一番行わなければいけないものであるというふうに考えておるところでござ

います。その一つの情報ツールとして、圧力容器の底部の温度を皆さま方にお示

しをさせていただき、そしてそれに基づいてということを申し上げてきているところで

ございます。今後、これは他にも圧力容器の雰囲気の温度も測らせていただいて

おるところでございます。全体的に冷温停止状態であるということをきちっと安定的

な形で持っていく必要があるということをもって、この冷温停止状態というものを確

立してまいりたいというふうに考えております。したがいまして、今、圧力容器底部

の温度についての、言わば見解を変えるということには至ってはおりません。 

 

Ａ：(東電) 東京電力でございますが、昨日、特に 1号機に関しましては、100％

近くのものが格納容器側に落下しているというふうにご報告させていただい

ておりますけれども、実態の状況を考えますと現在注水量を絞っております

けれども、圧力容器の温度が若干上がり気味でございますので、いわゆる全

量と言いましても一部の燃料はまだ圧力容器の底部に残っていて、発熱体と

して寄与しているというふうに考えております。したがいまして、今回冷温

停止状態の判断をするという意味で、代表的な温度はどこにするかという観

点から見ますと、圧力容器の底部付近の温度がおおむね 100℃以下であるとい

うような定義については、これまで同様妥当なのではないかというふうに考

えております。また、格納容器の雰囲気の温度等も測っておりますので、全

体として冷えているという傾向に関しましては問題ないものというふうに思
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っております。特に冷温停止状態の判断は、圧力容器の底部の温度のほかに、

全体として放射性物質の放出が抑制し、管理されているということも条件の

一つでございますので、むしろそちらの方が今後ステップ 2 の判断をするに

あたっては、もともと地域避難されている方々が安心して戻ってこられると

いうことを考えますと、放射性物質の濃度がきちんと抑制管理できていると

いうこともございますので、今のところ定義そのものを何か変更しなければ

ならないということはないというふうに思っています。 

 

Ｑ：追加でお願いします。今のご回答をいただきましたけど、ちょっと理解で

きないのが、結局燃料の位置、推定実態も含めてどちらが多いのかといえば

格納容器の下に落ちる方が多いわけじゃないですか。もちろん多い方がどう

なってるのかという方は、そこで確かめる方が確からしいとは思うんですけ

れども、なぜ圧力容器という所にこだわるのかということを教えてください。

園田さん。 

 

Ａ：(園田政務官) こだわると言いますか、そこがまず今の段階できちっと測れ

ている私どもの考え方であるということでございますので、それと更に別の

観点の様々な情報を総合して判断をしていくというところがございます。し

たがって、その一番の代表的な温度として圧力容器の底部の温度というもの

を挙げさせていただいているということでございます。なおかつ言わば、格

納容器の下の部分に、仮にと言いますか、燃料の部分があったとしても、そ

こから仮にそこの温度が上がっているという状況があれば、圧力容器の真下

でございますので、そういった面からすると温度がそのまま真上で測れてい

るという状況にあるんではないかなというふうには考えております。 

 

Ｑ：東京電力松本さんに追加でお願いします。今格納容器の方も温度が測れて

ると思うんですけども、ここも代表的なポイントとして測ることにすること

はできないんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)定義に超えるかどうかの議論はあろうかと思いますけれども、格納

容器の中の温度そのものを前回の17日の道筋の会見でもお示しさせていただ

いたように、雰囲気の温度としても測れておりますし、もう少し上のところ

ではベローシールといったようなところでの温度も測れております。したが

いまして、全体として冷えてます。その結果として放射性物質の放出が抑制

されるというような論拠が成り立つのではないかと思っております。また、

先ほど園田政務官の方からお話がありましたとおり、格納容器の底部に落ち
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ていた燃料が発熱体としてあれば、当然輻射熱として圧力容器の底部にござ

います温度計も反応するというふうに思っております。現実としては格納容

器の底部には今水がありますので、落下した燃料はその水によって冷やされ

ているという状況だと思いますので、そういった観点から見ても落ちた燃料

の温度が依然高い状態ということでは考えておりません。 

 

Ｑ：今のお話は結局水の中にあって冷やされていると思うという段階だと思う

んですね。圧力容器で測るよりは格納容器で測る方がより正確に燃料の温度

はどうなっているのかということを測れると思うんですけれども、その点い

かがでしょうか。 

 

Ａ：(東電)残念ながら格納容器のペデスタルの底部のところには温度計そのも

のは今ついてございませんので、直接的に測る手段がないというのが現実で

ございます。したがいまして、そこで発熱体があって蒸気が大量に出ている

とすると、現在測っております雰囲気の温度、いわゆる HVH と申しておりま

す空調機の入り口側に温度計がございますのでそこで感知するというような

形になります。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 

 ご質問ある方。そちらの方と、次にそちらの壁際の方 2 人続けてお願いしま

す。 

 

○フリーランス 小石 

Ｑ：すいません、フリーランスの小石と申しますけど、東京電力さんにお願い

したいんですけど、一部の今燃料が残ってると思うとおっしゃられましたけ

ど、大体どのぐらい残っていると思われていますか。それと、昨日のワーク

ショップの資料で、東電さんの資料の方に公表されていないデータが含まれ

ていますという記載があったんですが、まだ公にされてないデータというの

はたくさんあるのでしょうか。昨日出されたのが最後なんでしょうか。それ

をちょっとお願いします。 

 

Ａ：(東電)まず 1号機は解析上 100％、それから 2号機、3号機は 57％、63％が

格納容器内に落下しているというふうに解析上は評価しておりますけれども、

1 号機も温度の変化がございますので、アバウトな数字でございますが 1、2
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割はまだ圧力容器側に残っているのではないかというふうに見ております。

我々が使っている解析コードそのものにある程度の保守性がございますので、

そういった評価をいたしております。ただ、この 1、2割の割合に関しまして

はまだ不確定な要素がございますので、先ほど園田政務官のお話にもあった

ように、今後引き続き精度を上げていくというような活動を様々な研究機関

と実施していく必要があろうかと思っています。それからデータでございま

すが、こちらはこれまで発電所の中、プラントの中で採取しておりますデー

タを、今回のいわゆる評価に従って採取したものと言いますか、整理して作

ったものでございまして、まだこれ以外にも何種類かのものは公表していな

いデータはございます。 

 

Ｑ： 特に公表していないデータというのは、今公表されているデータで別に、

何て言うんだろう、問題ないというのか、重複するようなデータだというこ

となんですかね。 

 

Ａ：(東電)プラントの状況を把握して、現在 1号機から 4号機、5号 6号も含め

てですけれども、いわゆるどういう状態にあるのか、冷えてるのかあるいは

放射性物質が出ているのかということに関しましては今までとおり公表させ

ていただいておりますが、例えば今回のデータで言いますと、建屋の中のい

わゆる RCW の線量といったようなところに関しましては、一部測定したデー

タを用いて今回の評価に使ったというようなことはございます。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

 それではそちらの方。 

 

○ネオローグ 小嶋 

Ｑ：ネオローグの小嶋です。よろしくお願いします。東京電力さんに、保安院

さんにもなんですけども、前回質問した 1号機の IC に関してなんですけれど

も、これはもともと全電源喪失を前提にしているのかということをお聞きし

たいです。もう 1 点、こちらは園田政務官と保安院の森山さんに。吉田所長

の病状と線量及び労働環境などと病気の関連について何か新たに情報を得て

いるのかということをお聞きしたいです。もう 1 点、こちら保安院の森山さ

んに。前回ご質問差し上げた IAEA のストレステストの件で、国際基準が配布

されたということの件について進展があれば教えてください。以上三つです。
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よろしくお願いします。 

 

Ａ：(東電)まず東京電力から、非常用復水器、アイソレーションコンデンサー

に関してお答えさせていただきますけれども、こちらはいわゆる原子炉の主

蒸気隔離弁、原子炉側とタービン側をつなぐ蒸気が入る配管が事故で閉鎖し

た場合に、原子炉が隔離された状況になります。したがいまして、原子炉で

発生する蒸気の行き場がございませんので、このアイソレーションコンデン

サーを利用して発生する蒸気を凝縮させて、その水を原子炉に戻すというも

のでございますので、そもそも隔離時に使うものでございまして、こちらは

全電源喪失を考慮したものではございませんが、一方では制御弁に関しまし

ては、直流電源を使っておりますので、交流電源が喪失したというような場

合には、いわゆる高圧注水系とこのアイソレーションコンデンサーを使って

原子炉への注水と減圧を行っていくというものになります。 

 

Ｑ：この件に関してなんですけども、つまり交流のみを喪失した際に、こうい

った冷却が可能になるという、もともとそういう設計ということの認識でよ

ろしいでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい、そうです。 

 

Ｑ：了解です。ありがとうございます。 

 

Ａ：(園田政務官) 吉田所長の件でございますけれども、その後私どもの所に何

か追加的な情報が入って来てるということはございません。 

 

Ａ：(保安院) 保安院でございますけども、アイソレーションコンデンサーの件

は今松本さんからお話がありましたように、全電源喪失を必ずしも考慮して

設置されたものではございません。なお実際の弁の開度がどうだったかとい

うことはまだ必ずしも分かってないところもございます。それから吉田所長

の病状につきましては、保安院の方で具体的なところまでは承知しておりま

せん。それからIAEAのストレステストに関します基準の関係でございますが、

特にまだ進展があるわけではございません。いずれにしましても保安院とし

て考えております評価の視点というもの、審査の視点というものに基づいて、

個別に評価を進めながら、IAEA とまた更に今後どういうふうなレビューをし

ていただくかということで、別途今相談をしているという状況にございます。

以上でございます。 
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Ｑ：ありがとうございます。今吉田所長の件に関してなんですけども、前回東

京電力松本さんが線量とか病状とか問い合わせがあれば報告する準備がある

ということだったんですけども、今後もこの病状とかについて問い合わせす

る予定はないということでしょうか。園田政務官、保安院森山さん、両方に。 

 

Ａ：(園田政務官) 現段階で何かこちらから問い合わせをするという予定はござ

いません。それに対しての検討も何か必要があるのかどうかちょっと分かり

ませんけれども、その検討という形も行っていないというのが現状でござい

ます。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけども、将来のことは分かりませんけども、

現時点においては特にこれ以上の詳細のことを問い合わせをするという予定

は今のところございません。 

 

Ｑ：どういった場合に問い合わせをするという形になるんでしょうか。お 2 人

お願いします。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますが、それは仮定の話ですので、今答えられる

質問じゃないと。 

 

Ｑ：例えば病状が悪化とかそういうことですか。病状が悪化したとか。 

 

Ａ：(保安院) いや、保安院は線量管理と言いますか被ばく管理、こういったと

ころが適切にはされていたかどうかということを見ておりますので、もしそ

ういった吉田所長に限らず、東京電力の中の管理が適切でないということが、

仮にもし何かそういったことが懸念される状況であったり、あるいは基準を

超える被ばくをされているということがあれば、それは状況について確認し

ていく必要があろうかと思います。以上でございます。 

 

Ｑ：吉田所長が前回 11 月 12 日ですかね、会見を行った際に、作業員の状況、

労働環境とかのことに改善を求めていましたけども、これ以降、労働環境な

どを含めて、吉田所長の病状が悪化していたと、体調が悪化していたという

ことも含めて、こういった労働環境に関してまた何か追加的な措置をされる

ということは考えていらっしゃるでしょうか。東京電力さんと今保安院さん

にお聞きしたいです。よろしくお願いします。 
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Ａ：(東電)労働環境に関しましては、今後も作業員の方の働く環境の向上には

努めてまいりたいと思いますし、被ばく管理に関しましても適切に実施して

いきたいと思っております。 

 

Ｑ：何か具体策とかは特に。 

 

Ａ：(東電)現時点では、特に寒くなってまいりましたので冬期対策というよう

な形になりますけれども、現時点では作業員さんの方が利用される休憩所等

には暖房が入れられるような設備になっております。 

 

Ａ：(保安院) 保安院でございますけども、労働環境につきましては大変重要な

問題と考えておりまして、これは保安院に限らず、事業を所管しております

資源エネルギー庁、それから厚生労働省とも連携を取りながら、むしろそち

らを主体にしながら進めてきておりまして、例えば夏場であれば当然熱中症

の問題、それからこれからはインフルエンザ対策ですとか、いろんな形で環

境の改善を図っていただくように、それはお願いをしているということでご

ざいます。 

 

Ｑ：はい、ありがとうございます。 

 

○司会 

 ご質問のある方。お 1人。ではそちらの後ろの 2人の方と前の方。3人続けて

お願いします。そちらの。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：フリーの木野ですけれども。まず保安院の森山さんに確認なんですが、先

ほど 12 日のセシウム、ヨウ素の検出なんですが、あれはそうすると 6月 6日

でしたっけ、まとめて発表された時のものであって、発電所内で検出された

ということは保安院では発表はされてないということでよろしいでしょうか。

当時の新聞等に第一の 1 号機周辺で見つかったというような、セシウムが出

たというような記事があるもので、ちょっと確認できればと思います。それ

から森山さんにもう 1点、3月 12 日に東京電力のプレスリリースで、ベント

作業に行った当直長の方が 106mm の被ばくをしたというリリースが出ている

んですが、当時ベント作業に行ったのは他に 3 人いて、先日月曜日に松本さ

んの方から線量を発表していただきましたけれども、この 3 人については当
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時保安院は把握はされていたのでしょうか。保安院から出ている資料等にも

106mm の方のことしか書いてなくて、残りの 3人の被ばく量は書いてないもの

で、この点を保安院の方で把握していたかどうかちょっと確認できればと思

います。それから東京電力の松本さんに。作業員の被ばく量なんですけれど

も、おととい発表ありましたが、6月以降の作業員の被ばく量の平均を見ると、

東京電力の社員に比べると協力企業の方の被ばく量が平均で多い時で10倍ぐ

らいの差があるんですけれども、これは原因というのはどういうところにあ

るというふうに見てらっしゃいますでしょうか。以上お願いいたします。 

 

Ａ：(保安院)まず保安院からでございますが、ちょっと今手元にございません

けども、確か 3月 12 日に東京電力からの報告で、ヨウ素が確かモニタリング

ポストの近くだと思いますけども、検出されたという報告があったと思いま

す。それはいわゆる通報様式に従って報告されておりますので、それはどこ

かに公開されています。ご質問は周辺ということでございましたので、周辺

で何があったかということでちょっと調べておりました。その結果、福島県

の評価結果と言いますか、モニタリング結果があったということを申し上げ

ました。それからベント作業員の方の被ばく線量ですけども、当時報告され

ておりますのは、一番多い方が 100 mSv を超えた方がおられて 106mSv であっ

たということでございまして、その際にどこまで他の方に細かく承知をして

たかは今把握できておりません。 

 

Ｑ：分かりました。すいません、その当時の報告の内容はこれは確認できます

でしょうか。 

 

Ａ：(保安院)基本的には通報様式というもので報告をされておりますので、そ

こにありませんからそれ以上のことはないのかもしれませんけども、その他

で何かあったかどうかは分かる範囲で確認してみたいと思います。 

 

Ｑ：分かりました。お願いします。 

 

Ａ：(東電)東京電力でございますが、30 日に公表させていただいているこの表

でございますけれども、こちらは月別に新たに入ってきた新規の入域者が、

最後の表4で言いますと10月末までにどれくらいの被ばく線量になったかと

いうような取りまとめ表でございますので、当然新しく入ってくる方、要は 7

月、8月、9月、10 月になるほどですね、作業環境が改善されておりますので、

被ばく線量は小さくなるというような傾向がございます。これは東京電力の
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社員、それから協力企業の方、それぞれ同じような傾向がございます。ただ

累積の線量で見ますと、10 月末現在で東電の社員が 3,264 人、それから協力

企業の方が 14,516 名いらっしゃいますけれども、平均線量で比べますと東電

の社員が 23.36mSv、協力企業の作業員の方が 9.38mSv という状況でございま

す。 

 

Ｑ：いえ、そうではなくて、月別の平均被ばく線量がですね、6月以降、6月末

では東京電力の方が圧倒的に外部被ばくも内部被ばくも多いんですが、6月以

降は最大の被ばく線量も、それから平均被ばく線量も協力企業の方が多くな

っているんですけれども、これに関してちょっとその理由をお伺いできれば

と思ったんですが。 

 

Ａ：(東電) 協力企業の作業員の方も東京電力の社員もそれぞれ業務に応じた線

量管理しておりますけれども、やはり継続的に水処理にあたるような人に関

しましては協力企業の方が今やっていらっしゃいますので、そういった方は

線量が高くなる傾向がございます。そういったことから、8月、9月、10 月と

いったところに関しましては最大の被ばく線量、それから平均も協力企業の

作業員の方が多くなる傾向にあります。 

 

Ｑ：この辺の関係というのは今後も含めてですが、被ばく線量が多くなりそう

な作業というのは基本的に協力企業の方がやるようなものが多くなるんでし

ょうかね。 

 

Ａ：(東電)いえ、違います。作業に応じては東京電力の社員が行っております

が、特に今回 2号機、3号機で圧力容器内に窒素を注入する作業がございます

が、こちらに関しましては東京電力の方で作業の方、行っております。した

がいまして、ケースバイケースで業務に応じて私どもがやるか、協力企業に

お願いするかというような場合分けがあります。 

 

Ｑ：もちろんそのケースバイケースは分かるんですけれども、現状 6 月以降一

貫して協力企業の方が平均線量で見ると、先ほど申し上げたように 10 倍くら

いの差があるんですけれども、要するに作業内容というのは今後も傾向とし

てはこういう傾向が続いていくということになるんでしょうかね。 

 

Ａ：(東電)はい。傾向としてはこういう傾向にあろうかと思います。したがい

まして、引き続き個体ごとの管理が必要だというふうに思っております。 
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Ｑ：その中で協力企業の被ばく線量を低減させるような何かこう施策みたいな

ものは考えられるんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい。当然、作業ごとに被ばく計画、いわゆる作業線量計画を立て

ておりますので、そういった観点で被ばく低減策に取り組んで行きたいとい

うふうに思っております。作業に応じて作業時間を短縮するですとか、遮蔽

を設けるとかというような作業対応を取ることになります。ただ、注意して

いただきたいのは協力企業の社員の方はそれぞれの会社ごとに自分たちの線

量限度を持っておりまして、いわゆる年間 20、5 年で 100 というようなとこ

ろの制限の手前で人を入れ替えて被ばく管理を行っているところが大部分で

ございます。 

 

Ｑ：もちろん、それはそうなんですけれども。要するにそれ以外の、計画線量

をきちんと計画するというのは以前からやっていることであって、それ以外

に現状こういうふうに東京電力との差が開いている中で、その差を縮めるよ

うな施策というのが考えられないかなという、そういう意味なんですが。 

 

Ａ：(東電)ですから、仕事内容に応じて作業しているという状況でございまし

て、例えば 10 月分を見ていただきますと、9 月では東電の平均線量が 1.90

でございましたけれども、10 月の新規入域者の社員は 10.24 ということで、

こちらは水処理関係の対応作業が増えたためでございます。したがいまして、

協力企業の作業員にお願いする仕事、東京電力が自ら行う仕事、それぞれ適

切な被ばく管理を実施していきたいというふうに考えています。 

 

Ｑ： ありがとうございます。この件に関して、保安院の方では何かコメントの

ようなものはいただけますでしょうか。 

 

Ａ：(保安院) 保安院としましては、全体の被ばく線量を下げていくということ

が、まず大事だと考えておりまして、今後特にステップ 2 終了後はですね、

基本的には緊急時の被ばく線量から通常のレベルに、これは厚生労働省を中

心に検討されておりますけれども、上限を下げていくという中で適切に管理

をしていただきたいというふうに思っております。当然、移行期間がござい

ますので経過措置はございますけれども、基本的には通常の年間 50 ミリ、5

年間で 100 ミリ、ただし一部例外的に緊急作業として 100 ミリという、そう

いうレベルに変えて行きたいと考えております。以上でございます。 
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Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 

 では、次の方。 

 

○NPJ 日隅 

Ｑ：NPJ の日隅です。モニタリングの関係で今日配っていただいた資料の 1番最

後の学校の結果なんですけれども、これは備考欄を見ると屋外活動が一部制

限されているというのが書いてあって、一部制限されているんだけれども測

定者の屋外活動実績なしというふうになっているわけですから、そうすると

実際に児童、生徒、幼児は屋外活動をしているにもかかわらず、一部制限の

ところはですね、しているにもかかわらず、測定されている方は屋外活動の

実績がないとすると、実態とそれからここに出ている数値っていうのが必ず

しも一致しないのかなという感じもするんですが。屋外活動一部制限のとこ

ろについて在籍している幼児、児童、生徒の平均的な屋外活動時間というも

のは把握されているんでしょうかというのがまず一つです。それから二つ目

は、燃料の状態の関係で東電の方に聞きたいんですけれども。今朝のニュー

スなんかで昨日の発表について報道されているのを見ると、コンクリートの

中に打ち込んだ燃料については、上から水かけても水かからないんだから、

そのまま熱い状態が続いていて、どんどんどんどんコンクリートに対する侵

食というのが広がっているんじゃないですかねってコメント言っていた人が

いたんですけれども、その辺についてはどう考えられるのかということと。

それから、記者会見の参加の人数の関係でちょっと確認だけしておきたいん

ですが、いわゆるカテゴリー8番について 179 人っていうことで、今日は 155

人でちょっと減っているんですけれども、それがどういうことなのかなとい

うのと。後、許可されなかった人の数っていうのは、前言っていたとおり、

カテゴリー8については 2名がバツで、4名がペインティング、フリーについ

ては 5がバツで、7がペンディングということでいいんでしょうか。後、雑誌

も前回 45 人っておっしゃっていたんですけれども、今回 43 人になっている

ものですから、一応そこもご説明だけいただけるんであれば、いただきたい

と思います。以上です。 

 

Ａ：(文科省) 文部科学省です。この学校の積算線量モニタリングにあたりまし

ては、先生方に基本的に児童生徒と同じ行動を取る方に腰のところに線量計

を付けていただいております。したがって、必ずしも全員の児童生徒と同じ
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行動を取るということではございませんけれども、2週間に 1回報告をいただ

いておりますので、実際に校庭の利用状況ですとか、測定者が本当に児童生

徒と同じような形で行動されているのか、その辺は確認しながら見ていきた

いというふうに考えております。 

 

Ｑ：これまではそこら辺は十分に確認出来ていなかった部分もあるかも知れな

いので、再度そこら辺確認してみると、そういうことでしょうか。 

 

Ａ：(文科省)ちょっと過去のデータ全部今手元にありませんので、たまたま今

回で出されているところの備考欄の所で測定者の屋外活動の実績がないとい

うところは、確かに目立つので、いつもこんな状況なのかそこは確認したい

と思います。ただこれらは緊急時避難準備区域が解除して、ごく最近に活動

再開した学校ですので、一部制限と言いながら、実質まだ屋外での活動をし

てないような学校もあると聞いていますので、その関係で先生方もこの 2 週

間の間で外での活動実績がないという報告をされているのかもしれません。 

 

Ｑ：実態をですね、やはり一応併せてご報告いただけるような形になれば、よ

り分かりやすいかと思いますので、ご検討いただければと思います。よろし

くお願いします。 

 

Ａ：(東電)東京電力からお答えをさせていただきますが、燃料は、落下しても

崩壊熱という形で発熱を続けております。したがいまして、この発熱量と除

熱量のバランスで、除熱量が多ければ冷えて固まりますし、発熱量の方が多

ければ溶けた状態でコンクリートを更に侵食していくというような可能性が

ございます。現在、どういう状況かというふうに考えますと、少なくともコ

ンクリートを溶かした所で面積等が広がっておりますので、コンクリートに

接している部分、それから上から水がかかってる部分で除熱量の方が上回っ

てるのではないかと考えております。卵のようなイメージで真ん中に溶けた

どろどろのものがあって、表面が冷えて、皮、殻のようになっているってい

うことも、考えられなくないですけども、その状態で例えば、殻が破れて、

どろどろのものが出てきた場合には、コンクリート、あるいは水に触れて除

熱をされるというような状況でございますので、コアコンクリート反応が現

時点でも、進展している状況にはないというふうに考えております。また、

格納容器内のガスのサンプリングの中で、炭酸ガスの濃度も測定いたしまし

たけれど、コアコンクリート反応が起こっているとすると、想定される発生

量から見て現在の濃度は十分小さいと思っておりますので、現時点でコアコ
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ンクリート反応が進展しているというふうには考えておりません。 

 

Ａ：（事務局）事務局の方からでございますけれども、まずカテゴリー8 が減っ

た理由はですね、えー関連会社の方が結構いらっしゃいました。例えば、何々

放送さんの関連で学校、具体的に何々会社って入っていて、その場合、8番に

最初カテゴリーしている人も結構いたんですけれども、ま、もともとその会

社の仕事を請け負ってるってことで、例えば、4のほうに区分するとか、そう

いう整理をしたもので、8から大分減って 4の方に多く入ってるっていうのが、

多くあるものでございます。で 5についてはですね、これちょっと細かい話、

手元に持って来てないもので、忘れてしまったんですけれど、確か、整理を

している中で、区分のおかしいと思われる方がいらしたんで、減ったという

ことでございます。それと、登録を受けてない方、それからペンディングの

方は、前回、説明さしていただいたとおりでございます。 

 

Ｑ：分かりました。はい、ありがとうございます。そうすると、さっきの松本

さんの関係なんですけど、えーと、面積広がっているという言い方をされた

のは、落下することによって、どろっと横に広がって面積が広くなって、そ

れが、その明日に、こうコンクリートと化しているから、上から沢山かかっ

ていだろうなと、そういう主旨だと思うんですけれども、そのコンクリート

の、弱い所とか強い所とかあったりして、弱い部分が溶け落ちて、全体がぽ

こんと水溜まりみたいに落ちるんじゃなくて、水溜まりのうちの一部だけが、

破れてコンクリートがそこへ溜まっていくっていう、そういうことはありえ

ないんですか。しかも、先ほど、ガスのサンプリングがあるからっていうこ

とで、そういうこともないっていうことなのかなともは思うんですけども、

例えば、ガスが情報に出ないというようなこと等は、考えにくいでしょうか。

その辺ちょっと、補足していただければと思います。 

 

Ａ：(東電)溶けた燃料が落下してくる場合、床面に落ちてくるわけでございま

すけれども、基本的には、落ちて広がるというふうに考えておりますので、

そういう意味では、一箇所に連続的に落ちてくるっていうよりも、圧力容器

の底全体に制御棒案内管ですとか、中性子の計測管が約 100 本程度ございま

すので、そういった所から、落ちてきてるのではないかというふうに思って

おります。したがいまして、どこか一箇所だけ選択的に集中して落ちてくる、

あるいはそれが、落ちてきた所で固まって、集中しているという状況は現象

的には考えづらいというふうに考えております。また、そういった所があっ

たとしても、今回 100％燃料が落ちてきたと仮定して、侵食量は 65cm 程度と
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いうふうに見ておりますので、特に、この解析評価が、何か誤っているとい

うようなことはなかろうというふうに思っております。それから、ガスの発

生でございますが、こちらは、当時は、ガスサンプリングでございましたの

で、こういったところは今後データを積み重ねていく必要はあろかと思って

いますが、当時から窒素ガスを封入しておりましたので、全体としては、均

一な状況にはあったのではないかというふうには思っております。 

 

Ｑ：落ち方、落ち方がですね、そういうばらばらになってるっているのは、な

んとなく分かるんですけども、一旦、広がって落ちた後ですね、要は、格納

容器の底、のコンクリートに広がった状態で、格納容器のコンクリートの弱

い部分が穴が開いて、そこにこう集中して、落ち込んでいくっていうような

ことは、コンクリートの、なんて言うんでしょう、強弱みたいなものから、

起こり得るのかというふうにも思うんですけども、それはあんまり考えなく

ていいんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)格納容器のペデスタルという底の部分は二つほど升のようなものが

ございまして、そこのところが、溶融した燃料が溜まるだろうというふうに

みて、今回解析をしております。コンクリートそのものは、基本的に一様で

ございますので、何か不均一な所が選択的に侵食されていくということは考

えにくいのではないかというふうに思っています。 

 

○司会 

 それでは、あの、前の方。 

 

○テレビ朝日 松井 

Ｑ：テレビ朝日の松井と申します。二つあります。松本さんに、まずひとつ、

昨日公開されたマープなんてすが、なぜ昨日なのかというのがですね、例え

ば、もっと 1ヶ月とか 3ヶ月前等に、その前の段階で 100％落ちるという所の

話までは前も同じデータが出てたとおっしゃっていて、昨日新しく出たのは

コンクリートの溶融の話だったわけなんですが、これが 11 月の末になってし

まった理由を、もっと 6月 7月の段階でもですね、この 9月 10 月のデータが

出てきたから初めて言えたことではないというふうに、やっぱり昨日の発表

を見る限りは思えるものですので、4月の末にはもう温度が安定してたと、下

がったという発表もあったわけですから、なぜ昨日まで、8ヶ月以上かかって、

コンクリートのことをおっしゃったのかという点をお伺いします。もうひと

つは、環境省ということになるん、園田さんにちょっとお伺いしたいのです
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が、たまたま取材先の中で南相馬の方でですね、個人のお宅で井戸を使って

らっしゃる方がまだかなり沢山いらっしゃって、で、あのやはり気になるの

で、あのー井戸の、あのー放射性の数値をですね検査を申し出て、何人もい

らっしゃるんですが、やはり同じような方が沢山いらっしゃって、検査がず

っと待っていると、それが、未だに待っているというような方が何件もまだ

いらっしゃるということなんですね。で、水道がなくて井戸水だけが生活用

水の方は非常に心配のまんま、暮らしてらっしゃると。当然、何とも問い合

わせが何件もあると思うんですが、今現在、そんなに沢山の方が、今もずっ

と待っている状況なのか、それともうまくその辺は回っているのか、今はす

ぐ答えられる内容かちょっとよく分からないんですけれど、実際に取材の中

でですね、何度、その検査依頼をしても、受けてもらえないんだという、ち

ょっと情報が来ているものなので、この点をお伺いしたく出しました。以上 2

点です。 

 

Ａ：(東電)はい、まず東京電力お話しさせていただきますけれども、昨日少し

説明が不足した部分だと思います。まず、昨日の資料をお持ちだとそちらを

見て欲しいのですけれども、1号機の温度に関しましては、事故以来データの

方を記録して監視しておりましたけれども、8月の時点で 1号機に関しまして

は全体的に 100℃を下回るような状況になっています。そのころ、やはり私ど

もとしては炉心に直接炉心スプレイ系から入れてない給水系、いわゆる外側

から水を入れている状況で温度が 100℃を下回るような状況になってきたと

いうことになりますと、やはり原子炉圧力容器内の燃料の存在に関しまして

少し疑いを持ち始めたというような時期であります。その後、10 月の末に給

水系からの注水量を段階的に 7.5m３/h まで増やしましたけれども、そうしま

すと急激に冷却が出来るようになりまして最低でも 40℃を下回るような状況

になったということになります。そういう状況になりますとやはり通常の原

子炉でも停止時に強制冷却をしておりますが、35℃ですとか 40℃程度の水温

がありますので、そういった強制冷却が出来ていない状況で水だけを入れて

こういう 40℃を下回る状況になったということになりますと、やはり燃料そ

のものがここに存在しないというようなことを考える必要があるだろうとい

うふうに思った次第です。また、2号機 3号機にしましても 9月から炉心スプ

レイ系からの直接冷却といいますかシュラウドの内側に上から降り掛けるよ

うな形で水を入れ始めたところ、2号機 3号機につきましては温度の低下傾向

が顕著に現れるということから 2 号機 3 号機についてはこれまで同様炉心の

中にある程度の燃料があるという推定は正しいのではないかというふうに思

っております。したがいまして、こういった傾向を見つつ振り返って 1 号 2



 

23 
 

号 3 号の温度変化の状況等を見ると、比較的 1 号機についてはもう 4 月の段

階にはどんどん温度が安定的にハンチングしない低下傾向にありますので、

その時点では燃料は底に無かっただろうというふうに振り返ってみるとそう

いうふうな結論に達したということでございます。その後、昨日の資料の中

にございますが 1号機で申しますと、原子炉補機冷却系、RCW の配管の周りの

線量が高いということから考えますと、格納容器内に落ちた燃料がそのピッ

トますのところに冷却材で入っている RCW の配管を伝わって線量を上げた可

能性があるということですとか、そういった付随する条件等から見て考えて

みました結果が昨日のワークショップの公表という形になります。ただ、ワ

ークショップで公表させていただいたのは昨日でございますが、当然資料を

まとめていく段階では燃料の状況がこういうふうな形になるんじゃないかと

いうある程度の推定をしながら調査検討を進めておりますので、公表したタ

イミングは昨日ということになりますけれども、10 月の中旬から今月に掛け

てそういった証拠固めをしていたというような状況でございます。 

 

Ｑ： 今の話しでただ結果的には 1 号のことの話しですが、一番保守的な形で

100％落ちたという結局最悪の想定でなさった結果がこういう結果であると

いうことであれば、何が言いたいかというと例えば 6月の段階で仮に 100％落

ちたとしても格納容器は抜けていませんというそういう計算は出来なかった

んでしょうかという質問なんです。結果的にここまでかかったんだけど出て

きた設定は最悪の想定でなさっていますので、だからそういった意味で仮に 5

月 6 月の段階で今まだ炉心のどれだけ残っているか分かりませんが仮に

100％落ちたとしても、元々の燃料水を掛けた時期これこれこうでそうすると

コンクリートのこの質がこうですから仮にそういうことになったとしても格

納容器は抜けませんということが、もし 5 月 6 月に分かっていたのであれば

あくまでも東京電力の考えで結構なんですが、ある心配をという考えがもし

あればそういうこういう考えですという公表する機会はいくらでもあったと

思うんですが、それがこの 10 月の末になってしまったというのがちょっとそ

こが分からないので聞きたいと思います。 

 

Ａ：(東電)そうですね。それはもうおっしゃるとおりでございまして、6月 7月

の段階ではまだ私どもとしてはこういった炉内の調査あるいはコアコンクリ

ート反応といった推定をするというような判断ということはまだ出来ていな

かった状況でございます。したがいまして、なぜそこをしなかったのかとい

うことについては安全評価をする部署に確認してきますけれども、現時点か

ら振り返ってみると、おっしゃるとおり 100％落ちたと仮定して計算をしてみ
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るということは、現実問題としては可能だというふうには思います。また JNES

さんも 4 月にそういった試算をして公開をしてますので、そういったことか

ら見て当社の取り組みが遅いのではないかということについてはちょっと確

認させてください。 

 

Ａ：(園田政務官) 南相馬市の井戸の件でございますけれども、ご承知のように

環境省においては6月の段階で福島県全体でございますけれども55地点にお

いて測らせていただいておりまして、いずれも南相馬も含め南相馬市は確か 3

箇所だったと思うんですけれどもその検査結果についてはもう公表させてい

ただいているとおり検出はされていないと、いずれも ND であったということ

でございますけれども松井さんのご質問は個人のお宅の井戸についての検査

を依頼してるけどまだ出てきてないということですね。恐らく聞いて確認は

しておきたいとは思いますけれども、市なり県に申し込んでいらっしゃるん

だろうと思いますけれどもそこで業者なのか研究機関なのかちょっと分かり

ませんけれども、そこがひょっとしたら追いついていないのかもしれません。

ちょっとそれは一度確認をさせていただきたいと思います。 

 

Ｑ：今に正に園田さんがおっしゃったとおり事業者がまず優先されるというこ

とで個人が後回しになると、それはもちろん重々分かっているそうなんです

が 5 月から今までかかってもいまだにまだ受け入れてもらっていないのが現

実だそうなので、確かに個人で 1 件 1 件全員が持っていくと大変なことにな

るのは分かるんですがですから今聞きたかったのは現状はまだそういう人が

たくさんいるのに待ってもらっている状況なのか、それともいつでも正規の

ホームページにも井戸の水調べて欲しい方はどうぞと確かにうたってあるん

ですね。南相馬の市役所等にも。ただ現実問題たまたま取材した先がずっと

申し込んでるんですが難しいと言われているというものがあったので、そう

いう地域が未だにあるのかそれとももう大丈夫なのかちょっとその辺りを今

この場では難しいかと思いますので、南相馬に限った事ではないと思います

のでその辺をちょっとお願いいたします。 

 

Ａ：(園田政務官) はい。問い合わせをして確認をしておきたいと思います。 

 

○司会 

 それではご質問のある方。ではそちらの男性の方、それと斜め後ろの女性の

方続けてお願いします。 
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○NHK 花田 

Ｑ：NHK の花田と申しますが文科省と保安院の方に一つずつお伺いさせてくださ

い。まず文科省の伊藤さんの方なんですけど、今日一部の報道で警戒区域の

土壌中のセシウムの調査の関係の記事が出てるんですけど 100km 圏内の土壌

中のセシウム調査で警戒区域の方は執行を行ってなかったという内容だと思

うんですけどこの事実関係をちょっと確認したいんですけども、この 20km 圏

内でそういった土壌中のセシウム調査を行わなかった理由というのと 1 点専

門家からの批判を受けて年内に調査を行うことを決めたと報じられているん

ですけれども、そういった専門家の批判というのが理由なのかまたそうじゃ

ないとしたらどういった理由でこういった調査を年内に行うことを決めたの

かというのをまず確認させてください。後保安院の方には今日から 2 号機の

方の RPV へ窒素の封入というのが始まったんですけども、この冷温停止に向

けてこの水素管理というのは必要な要件上限になっていると理解してるんで

すけど、この圧力容器への窒素の封入というのはそういった捕らえ方でいい

のか。また RPV の中に水素が溜まっているというような状況というのを冷温

停止上どのように捕らえているのか。後この安定的な状況になっていると判

断されるまで冷温停止状態という判断には至らないのかというのをちょっと

伺わせてください。 

 

Ａ：(文科省) まず文部科学省から。発電所周辺の土壌調査についての報道があ

りました。一部事実誤認が含まれてるところもありまして、ちょっと整理し

て申し上げますと、まず文科省で今年の 6 月から放射性物質の分布状況の調

査を行なってまいりました。これは 100km 圏内 2200 箇所の土を表面から 5cm

ほど剥ぎとって中の核種を測定するというものであります。これについては、

20km 圏内も含めて行なっております。この 2200 箇所に加えまして、土壌のそ

の深さ方向の放射性物質濃度を見るために、半径 20km から 100km 圏内の 300

箇所において、深さ 20cm ほどの土を取って調べたと。ですから、深さ方向の

土壌調査については 20km 圏内では行わなかったというものであります。その

事が多分報道されているんだろうと思いますが、したがってなぜその 20km 圏

内についてその土を深く掘って調査をしなかったという事ですけれども、こ

れは詳しくなって恐縮ですが、パイプを打ち込んで 30cm ほどの土を一気にこ

う取り上げる作業でして、なかなか手間と時間が掛かりますので、どうして

も今回大学とか一般のそういう学生も含めて協力をお願いしておる関係上、

被ばく線量が高くなる可能性がありますので、そこの所は専門家ともご相談

して、20km 圏内については表層の 5cm の土壌の調査だけにとどめたというの

が事実でございます。それがこれまでの第一次の土壌調査でありましたが、
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現在考えておりますのは 12 月も始まりましたけれども、今後第二次の追加調

査を予定しております。そこでも深さ方向のサンプリングをしたいと考えて

おりますけれども、より正確な精度のよい調査方法を採用することによって

短時間で効率的にそういう土壌のモニタリングができる、手法を採用するこ

とによって、20km 圏内も含めて調査をしたいというふうに考えております。

この辺りに付きましては、先日開かれましたマップ作成に関する検討会にお

いて、そのような議論がなされていたところであります。 

 

Ａ：(保安院) 保安院でございますけども。水素の件でございますが、水素のリ

スクを下げるという事は、スッテプ 1 の時からずっと重要であるというふう

に認識をしてきていて、そのために格納容器に窒素封入していたという経緯

がございます。今回のガス管理システムができてみたところ、若干途中で少

し水素濃度が高くなったという事で、圧力容器の中に滞留している可能性が

あるんではないかと、いう事でございまして。その前に水素濃度が少し高く

なった段階で、報告徴収の形でこの冷温停止状態に向けての評価をしていた

さ中だったんですけども。やはり、格納容器の中での水素の評価という事を

しっかりやりましょうという事でその正にステップ 2、いわゆる冷温停止の評

価の一貫としてその水素の評価を行なっていたという事でございます。そう

いう中で、今回この窒素を圧力容器そのものに封入をしていくという事でご

ざいますので、いずれにしても水素の管理という事はこのステップ 2 あるい

は、冷温停止という中の評価の重要なテーマになっているというふうに考え

ております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。ちょっと追加で伺いたいんですけれど。文科省の

方にそうすると土壌調査は警戒区域も含めてやってたけど、ようはその深さ

方向の調査というふうなのは20km圏内でやってなかったという事で理解した

んですけど。専門家の批判を受けて、そういった事をやる事にしたっていう

のも、これはそう言った事実はないっという理解でいいのかっというのと。

あと、一部の研究者が 20km 圏内で調査をする事を文科省は拒んだという話も

あるんですけれど、それについてはどうなのかというのを確認さして下さい。 

 

Ａ：(文科省) 全体としてはそういう事です。2200 箇所の調査については、20km

圏内も行ったという事であります。それから専門家の批判を受けて云々とい

うのがありますけれども、これは必ずしもそういう事ではなくて、今回の追

加調査を実施するという事については、先日のそのマップの作成に関する検

討会において、今後二次調査においてそういう 20km 圏内も含めて深さ方向の
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調査をしようという事が議論された所であります。それから拒んだ云々の所

ですけれども、これにつきましてはさっきちょっと申し上げましたが、6月の

調査の段階では大学等多くの研究者にご協力を得て、調査を行ったわけです

が、その中には、そういう被ばく線量の管理をされていない、そういう放射

線作業従事者も多数参加しておられたので、また当時 20km 圏内地震等の影響

で路面の状況も悪くて別の事故の危険性というのも懸念されたと、そういう

事でこの 20km 圏内についてはその深さ方向の、少し時間のかかる調査につい

ては行わなかったという事であります。そういう事で、一部の研究者からは

そうしたいという要望あったようですけれども。今申し上げたような理由で

調査を見送ったと。見送った事については、その 6月の専門家会合において、

今回は 20km 圏内は行いませんという事を議論した上で、第一次の調査にとり

かかったという事であります。 

 

Ｑ： ありがとうございます。すいません。森山さんにちょっと追加で伺いたい

んですけど。先ほど水素管理の重要だと認識してるってのは分かったんです

けど。冷温停止とステップ 2 という所で、並列でちょっとお話されてました

けれども。厳密にいうと基本的にこの水素管理というのは、冷温停止の判断

に関わるという理解でよろしいのかというのと。これがちゃんと除去できる、

濃度が下がる形になるまで冷温停止判断を行わないという理解でよろしいの

か確認さして下さい。 

 

Ａ：(保安院) はい。厳密にその水素問題をですね、何といいますか冷却とどう

関係あるとかというところは、やや直接言えない所もありますけども。いず

れにしてもその安定的な冷却という事を実現する上で、水素爆発という事を

防ぐという事でこの中期的安全確保の考え方というものの中にもですね、水

素の対策という事をあげております。窒素の封入という事も、書かれており

ます。したがいまして、その水素の管理が適切になされるかという事を、評

価をするという事ですので、これを十分評価されなければ保安院としての確

認が終わらないという状況にございます。以上でございます。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

○司会 

 次の方。 

 

○フリー 伊藤 
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Ｑ：フリーの伊藤ともうします。保安院にお願いします。炉心とその周辺地下

の推定について何ですけれども。日本のスーパーコンピューターを使った解

析という事はできないものでしょうか。以上です。 

 

Ａ：(保安院) 保安院ですけども。どの程度出来るのかできないのか、そこは今

直ぐにはお答えはできませんけれども。少なくとも、これまでのシビアアク

シデントの解析のコードの中に、一部そのコアコンクリート反応いうところ

は評価する部分がありましたので、それを使って今回、評価をされたという

事でございます。いずれにしても、そもそものプラントデータも含めて、不

確かさがありますのでこれからどういうふうにこの不確かさを、小さくして

行くかという事は、昨日のワークショップでもですね議論になりまして、今

後より正確に炉内の状況あるいは、今お話しになったような件も含めて進め

ていくべき課題であろうというふうに思います。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

○司会 

 はい。他にご質問ある方。前の男性の方。それと後ろの男性の方。2人続けて

お願いします。 

 

○時事通信 神田 

Ｑ：時事通信の神田です。ちょっと保安院の森山さんになんですけれども。昨

日のワークショップの中でですね、東電の委託を受けた総合エネルギー工学

研究所の方のサンプソンコードを使った解析があったと思うんですけども。

お話を伺ったところですね、例えばそのペデスタルの地下の所にピットがあ

ることを知らなかったと、いうような説明をされてました。それでこういっ

た解析をせっかく複数の機関が行う場合にですね、きちんとその前提となる

データを東電から出させるような指示とか、そういったものはお考えでは無

いんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院) はい。相当大事な点だと思います。指示といいますか、昨日の議

論の一つの重要なテーマはいかにそのデータをですね、開示をしてその内容

の信頼性の吟味をして、情報共有をするかという事ですので、正に昨日の議

論をきっかけにですね、これからこの解析を進めていく際に情報共有を図っ

ていく、そのことをよく考えていく必要があろうかと思います。具体的なこ

とはこれからでございますけど。以上でございます。 
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Ｑ： 昨日のそのワークショップでの指摘で初めてそれに気づくというのはちょ

っと遅すぎるような気がして、これだけ解析をするまでの時間が掛かったわ

けですから、こういったそういう解析をそれぞれの機関にさせるのであれば、

保安院が何らかの形で取りまとめて、それぞれに指示を出すという方法を取

るのが一番いいかと思うのですが、そういったことができなかった理由は何

なのかということと、あと今日の原子力安全委員会の定例会後の記者会見の

中で、班目委員長がそれぞれいろいろな機関から解析結果を突き合わせて、

実態がどういうふうになっているのかということを保安院がまとめて見解を

出した方がいいという発言がありました。これについてどのようなお考えを

お持ちでしょうか。 

 

Ａ：(保安院) まずなぜ事前にやれなかったのかという点でございますけども、

ここは必ずしもはっきりとしたことを申し上げる状況にはございませんけど

も、やはり解析コードによって何を入力としていくかと、どういうところが

その評価に影響を与えるかということは、なかなかこれはそれぞれ解析して

みないと分からないところもありますので、結果としてこういった情報があ

ったらもっとよく解析ができたということですので、そこはただデータを出

せばいいということではなくて、その解析に必要なデータということですの

で、正にこれから解析をする方同士での情報共有というのが大事ではないか

と考えております。それから保安院としての見解ということは、なかなか今

の段階でまとめた、これが見解ですということまでいくのは難しいかもしれ

ませんけども、今後こういった解析を更に突き合わせをしながら、あるいは

内容をよく改良していきながら、いずれにしましても炉内の状況ということ

は非常に大事な問題でございますので、何らかの整理ということは必要では

ないかというふうに思っております。 

 

○司会 

 では次の方。 

 

○回答する記者団 佐藤 

Ｑ：よろしくお願いします。回答する記者団の佐藤です。吉田所長の症状に関

係して東京電力にお聞きしたいんですけれども、8月に吉田所長のビデオメッ

セージが公表されましたけれども、この時の映像を改めて見ましたところ、

吉田所長が話す時にちょうど首筋リンパ節の辺り左右が腫れていると言いま

すか、ボコッと出ているような状況があるんですけれども、この映像を見た
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医者ですとか、あるいは医療関係の研究者の方から吉田所長の症状について

何らかの指摘ですとか問い合わせというのは東京電力の方に来ていますでし

ょうか。これが一つ目。それともう一つ東京電力に。震災発生後に自己都合

で退職した東京電力社員の数というのがわかれば教えて欲しいと思います。

特に退職理由の内訳のうち、病気による退職の人数というのも併せてお願い

できればと思います。この二つです。よろしくお願いします。 

 

Ａ：(東電)吉田の病状に関しましてのお医者様の問い合わせに関しましてはご

ざいません。それから退職者数それから退職理由につきましては公表は差し

控えさせていただきたいと思っております。 

 

Ｑ：退職した数も公表できないということでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい。ちょっとどんな形で公表できるかを含めて検討させますけれ

ども、基本的にはこういった退職者あるいは新規採用者数等に関しましては

定期的に公表させていただいておりますけれども、退職者数そのものに関し

ましては公表してございませんので、どんな公表ができるかも含めて考えた

いと思いますが、少し難しいのではないかと思います。 

 

Ｑ： 分かりました。退職者数については平常時とは違うとは思いますので積極

的な情報公開をお願いしたいと思います。ありがとうございます。 

 

○司会 

 他にご質問ある方。お 1 人。他には。じゃまず前の方。それと後ろの方。マ

スクをしてる方ですね。隣の方続けて 3人お願いします。 

 

○月刊誌ファクタ 宮嶋 

Ｑ：月刊誌のファクタの宮嶋です。松本さんに伺いたいんですが、吉田所長が

この 10 月 11 月にかけて、政府の事故調からかなりの頻度でいろんなお話を

聞かれて、20 時間を超えるようないろんなお話を聞かれたというふうに聞い

ておりますが、そのような事実がありますでしょうか。それから吉田さん入

院されたわけですけど、吉田さんはやはりこの事故の真相というんですかね、

その究明でもっとも大事な証人であるという意味で、病状がプライバシーか

どうかは別にしても、入院していてもそういうような公的な機関、今回国会

にも事故調ができるわけですけど、そういうことに応じられるような病状な

のでしょうか。やはり吉田さんのことを考えた場合、様々な意味で元気でい
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ただきたいと思いますが、やはり大事な証人であるという意味では、そうい

うような病状の開示、もっとはっきり言いますと、例えば何ヶ月ぐらい経っ

たら戻れるだろうとか、最低でもそういうことが必要だと思うんですけど、

それは政治家であられる要するに園田さんが、そういう立場の方が当然開示

を受けるような立場にあると思うんですけど、今に至っても吉田さんの病状

を含めたことについて何か情報というのはどの程度持っておられるのか伺い

たいんですけど。 

 

Ａ：(東電)東京電力からまずお答えさせていただきますが、政府の事故調査委

員会が所長の吉田に対してどういう頻度、あるいは時間でヒアリングをして

いるかについては私どもからお答えすることはできません。それから今後の

いわゆる証人と言いますか、要請があった場合ということでございますけれ

ども、こちらはやはりお医者様の判断で可能ということがあれば、そういっ

た求めがありましたら応じることは可能ではないかというふうに考えており

ます。 

 

Ａ：(園田政務官) 私へのご質問でございますけれども、基本的には今公的な機

関として政府の事故調というふうにおっしゃっておられますけれども、政府

内における第三者の事故調査委員会でございますので、言うなれば私も当然

ながら呼ばれればそこに行く義務は負っている人間の 1 人でございます。し

たがって私も当然知り得る情報についてはきちっと対応をするというのが基

本になってまいりますので、当然私が問われれば私の知ってる限りにおいて、

事故調査委員会に対して全てにおいてお話を申し上げるという形にはなりま

す。その上でございますけれども、今私が知り得ている情報の中で吉田所長

の病状については情報としては入っておりません。 

 

Ｑ： 政治家として病状を知りたくないですか。その要するに、仮に吉田さんが

本当に具合が悪いのかどうかということについて、何ヶ月後には戻れるだろ

うかとか、そういうことがプライバシーなりますか。 

 

Ａ：(園田政務官) 政治家としてということのお問い合わせにおいては、それで

申し上げるならば 1 日も早く病気はご回復をお願いをしたいというふうに願

っている 1 人でございます。したがって、私も吉田所長が病気加療のために

ご入院をされたという情報を聞いた時には、大変心苦しいと言いますか、シ

ョックを受けた 1人でございましたので、1日でも早くご病気は回復していた

だきたいなというふうには考えております。したがって、それ以上個人のプ
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ライバシーでございますので、ご本人も含めてそういったことは、何て言い

ましょうか、プライバシーだということをおっしゃっておられる以上は、私

どもがあるいは私がそのことについて詮索するつもりはございません。 

 

Ｑ： 命に係わるようなものじゃないというような確証はあるんですね。そうい

うような問題じゃなくて、細野さんは少なくとも記者会見の中で早く戻って

きて欲しいとおっしゃってたわけですから、それならば病気で入院されてて

も、そういう話くらいは聞けるような状況なのかなと思うんですけど、今、

様々な意味でですね、キーパーソンなわけですけど、その病気の内容が全く

分からないということは別にしましてもね、何か月位で戻れるというような

ことはですね、掴んでおくことは政府として必要なんじゃないですか。 

 

Ａ：(園田政務官) まあ、吉田所長がですね、戻ってくる、こないというものが

政府として必要なことであるのかどうかということになると、私の立場で申

し上げますとですね、事故を収束させるのが細野大臣以下、事故の収束担当

のラインでやらなければいけないことでございますので、そういった意味に

おいてはですね、吉田所長はもう交代をしたわけでございますので、新たな

所長が今、任に就かれ、今日からですね、今日から就かれたということでご

ざいますので、新たな体制の中でしっかりと事故を収束をさせていくという

のが私どもの最大の関心事でございます。 

 

○司会 

 よろしいですか。はい。それでは、後ろの方。 

 

○NPJ 日隅 

Ｑ：NPJ の日隅ですけども。すみません。いくつか前聞いたところでご回答いた

だけないのがあるので確認したいんですけど、赤宇木地区で住民への周知が

遅れた理由ですね、これについてっていうことですね。実際に実測していた

にも関わらずですね、モニタリングしていたにも関わらずそれが住民への周

知ができなかった事情についてということと、それから、放医研のホームペ

ージについて訂正を申し入れられるというか修正をどういう形であるかとい

うことだったんですが、それがどうなったのかということと、それから SPEEDI

の件で前回その班目委員長の吉井議員に対する回答に関連して、3月 16 日以

降しばらく安全委員会に委ねられていて、安全委員会に SPEEDI のベントの関

係の計算をお願いしたと、ところが放出源情報が得られない、というような

ことで安全委員会の方からそういう情報提供を申し出てたんだけれども、そ
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の後結局安全委員を介さずにSPEEDIの計測ができるようになったのでその後

情報提供していないんだというようなご説明だったと思うんですが、なぜ安

全委員会に委ねたのか、いつまで委ねたのか、ではなぜまたそれを元に戻し

たのかということを保安院の方にお伺いしたいです。それから、先ほど ERSS

についての解析時刻についてこのデータそのものに書かれている現在時刻と

いうものが必ずしも解析をした時刻ではないということはお伺いしたんです

けれども、ホームページで発表されているものを見ると必ずしも解析時刻と

いうのがはっきりしていないのと、それから特にホームページに掲載されて

いる別紙 2というのがあって、それは 3月 12 日の 0時なんですが、ここには

福島第一 1 から 3 号機の今後の進展についてというふうなことが書いてあっ

て、そうだとするとこの 3月 12 日の 0時の時点で 1から 3号機の今後の進展

についてのERSSを使った解析がされているんじゃないかなと思うんですけれ

ども。その辺がちょっとよく分からないので、ERSS の解析状況についてちょ

っともう一回整理してご説明をいただきたい、特に例えば 3 号機なんていう

のは 13 日なんですけれども、13 日まで 3号機やらなかったのかなというのは

何となく疑問に思うんですから、その辺をもう一回改めてご説明していただ

ければと思います。以上です。 

 

Ａ：(保安院) まず保安院からでございますけれども、赤宇木地区の件につきま

しては、特に現地対策本部でなぜその周知ができなかったかということは、

今、現地対策本部の方に問い合わせしておりまして、なかなか記録、その他

が確認できないということで時間が掛かかっております。もう少しお待ちい

ただければと思います。それから、SPEEDI の件で原子力安全委員会にいつか

ら委ねられたかとそこの辺りまでちょっと今、私自身が把握しておりません。

保安院としてどこまで把握できるか分かりませんけれども、あるいは安全委

員会からのご回答の方がいいのかもしれませんけれども、そこはちょっと今、

分かりませんので改めて回答させていただければと。保安院で分かるかどう

かも含めて回答させてください。それから、ERSS の件は何回か解析をしてお

りまして、最初の頃はですね、正にデータベースにあるようなものを持って

きて、おおよその、一番最初に確か 3 月 11 日の 22 時という、確かそういう

資料があったと思いますけれども、おおよそのそこにいた専門家、専門家と

いいますか担当者を含めてですね、おおよその判断としてこういうふうに進

展するんであろうと。当時はまず 2 号機が心配であったので 2 号機をまず行

ったということでございまして、今、お話にあった別紙 2というのが 1から 3

号機の今後の進展ということで、ここではまだ 2 号機について書いてありま

して、それ以外はまだやられていないということでございます。いずれにし
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ましても、3号機についてはそれからの崩壊熱といいますか、少し時間が経っ

ているということで少しずつ進展を遅らせているということでございますけ

れども、いずれも同型の過去に行った解析を基に参考にして、この今お話に

なった別紙 1 とか 2 とかワードで作っておりますペーパーはそこにおりまし

た JNES、それから保安院の人間がおおよそこういうことではないかというこ

とで作ったという経緯でございます。 

 

Ｑ： すみません。ERSS の方は実際に解析した原子力安全基盤機構に聞けばです

ね、何回やったかとかっていうのは出てくると思うんですけれども、そうい

うことは。 

 

Ａ：(保安院) いや、もう既に公表しております。保安院で解析したというか、

その実施したものについては、これは 9 月だったと思いますけど、全て公表

しております。 

 

Ｑ：9月の 2日に出ているやつの。 

 

Ａ：(保安院) そうです、それが全てです。 

 

Ｑ： ただ、これ 3 回しか、3 回分しかないんですけれども、2 号機について、

それぞれの各号機について 1 回ずつの解析データについての説明しかないん

ですが。前はなんか 5 回くらいされたみたいなことを言われれた気もするん

ですけれども。 

 

Ａ：(保安院) すみません、3回分というのは。 

 

Ｑ： その 2 号機については 11 日 21 時半、1 号機については 12 日 11 時 57 分、

3号機については 13 日 6 時 29 分にそれぞれ解析結果を JNES が ERC に送信し

ているというようなことが書いてあるんですけれども、つまり、ここに書い

てあるのは 3回、合計 3回 ERSS の解析をしたということは書かれているんで

すが、それ以外のことが書かれていないんですけれども。 

 

Ａ：(保安院) 5 回、解析は 5 回ありますということは、確か 9 月 2 日のペーパ

ーに書いておりまして、その実際に行った解析結果も添付していると思いま

すけれども。 
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Ｑ：それは、ごめんなさい。今、見ているんですが無いんですけれども。解析

結果 4と解析結果 5というのがそうなんですかね。 

 

Ａ：(保安院) はい、解析結果は 1から 5までございまして。 

 

Ｑ： 4 と 5 については実施した時間が分からないんですけれども。この要は解

析結果を送信したというのが解析した時間とほぼイコールと考えていいわけ

ですよね。 

 

Ａ：(保安院) はい。 

 

Ｑ： 解析結果を送信した時間というのは、解析を行った時間とほぼイコールと

考えていいわけですよね。JNES が ERC。 

 

Ａ：(保安院) どこのことをおっしゃっておりますか。 

 

Ｑ： JNES が ERC プラントに解析結果を送信したというのは、JNES が解析をし

た時刻とほぼイコールと。 

 

Ａ：(保安院) 近いと考えていいと思います 

 

Ｑ： そうですよね。そうすると、さっき言った三つは時間が載ってるんですが、

残りの二つについては、現在時刻がデータ上の現在時刻が、解析時刻と全く

関係無いですよという説明を最初にされたと思うんですけど、そうすると解

析した時間が全く説明されていないことになるんですけれども、今じゃなく

てもいいですが、解析結果 4 と解析結果 5 については、いつ解析をされたの

かを教えていただければと思うんですが。 

 

Ａ：(保安院) 解析結果 5というのが、確か 14時 53 分の件だと思いますけども、

これは実際には 12 日の、今把握しておりますのは 2 時 58 分というふうに聞

いております。ちょっと解析結果 4は承知しておりません。 

 

Ｑ：次回までにちょっと調べていただけないですか、ちょっと。 

 

Ａ：(保安院) 解析結果 4ということですか。 
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Ｑ：解析結果 4と解析結果 5ですね。 

 

Ａ：(保安院) 実際の解析をした時間ですか。 

 

Ｑ：はい。4と。 

 

Ａ：(保安院) 解析結果 5は、3月 12 日の 2時 58 分と聞いています。 

 

Ｑ：3月 12 日の 2時 58 分。 

 

Ａ：(保安院) 先ほど 14 時 53 分と、現在時刻が書かれているものの実際の解析

した時間は、3月 12 日の 2時 58 分というふうに聞いております。あともう一

つの件については又ちょっと確認してみます。 

 

Ｑ：解析結果 5がそれでいいわけですね、先ほど言われたやつで。 

 

Ａ：(保安院) はい、先ほど 14 時 53 分と現在時刻が書かれているものが、そう

いうことです。 

 

Ｑ：はい、分かりました。じゃあ、あとでお願いします。 

 

Ａ：(原安委) 原子力安全委員会ですけども、SPEEDI の運用について、ちょっ

と安全委員会側から補足の説明をさせていただきたいと思います。今、言及

されておられる 4 月 22 日の衆議院経済産業委員会での質疑とか、その頃は

SPEEDI の運用は安全委員会に委ねられてるとか、あるいは一元化されている

という認識がなんとなく皆、思ってました。班目委員長もその答弁の中では、

「3月16日の時点で文科省の方からSPEEDIの運用を原子力安全委員会に委ね

られてございます」と、本人も言ってます。ただ 16 日の時点で何が起きたか

ということなんですけども、3月 16 日に文科省の EOC の方から原子力安全委

員会事務局に連絡がありまして、「SPEEDI のオペレーター、原子力安全技術セ

ンターの職員を原子力委員会の方に送りますから、その人を介して SPEEDI を

使って下さい」と、いうことであります。普段であれば SPEEDI を使う時には

どうするかというと、原子力安全技術センターが作った放出源情報のフォー

マットを埋めて、それを文科省の EOC に送って、文科省の EOC から原子力安

全技術センターにさらにそれを送って、実際に計算が行われるというルート

になるわけですけれども、EOC を介さないで直接、原子力安全技術センターに
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「放出源情報なり、計算の指示をしていいですよ」という受け止め方であっ

たわけです。安全委員会は何をやったかというと、モニタリングデータから

放出源を推定するという試算を多くやったわけですけども、その際に、そう

いったオペレーターを介して、原子力安全技術センターに計算の依頼をして

いたというのが実態であります。 

それで、実はこの問題については、4月 26 日に上野 通子参議院議員から出

ております質問主意書において、質問として、政府は 3月 16 日、官房長官の

指示により、同システムの運用を原子力安全委員会に一元化したとされると

いうくだりがあります。これに対して、答弁書が 5 月 6 日に内閣として出し

ておりますけども、その中では原子力安全技術センターでは 3 月 16 日以降、

文科省の指示、これは文科省から原子力安全技術センターに対する指示を受

けて、原子力安全委員会の依頼により周辺環境における放射性物質の大気中

濃度の測定結果等から推定される、福島第一からの放射性物質の放出量等に

基づき、周辺環境における積算線量の試算などを行う、ウンムンカンヌンと

あって、結論としては、その質問でご指摘のように、「運用を原子力安全委員

会に一元化したという事実はない」というのが内閣としての見解であります。 

 

Ｑ：そうしますと、安全委員会に対して保安院の方が、こういう計算をしてく

ださいというふうにお願いをされた時に、安全委員会としては保安院の方と、

それは出来るんじゃないですかということではなかったんでしょうか。 

 

Ａ：(原安委) そこはすみません、当時の詳細のやりとり、ちょっと今、承知を

しておりません。そういう対応があっても当然だったのではないかと思いま

すけども。 

 

Ｑ：オペレーターはいつまで。先ほど保安院の方の回答だと。 

 

Ａ：(原安委) オペレーターについてはですね、そういうことで我々として原子

力安全委員会として SPEEDI を使ったのは、放出源情報の推定と、それを用い

た積算線量の計算ですね。これですね。あとは、使ったのはホームページに

出ていますけども、大体が 4 月の上旬までがかなり量が多くて、その後非常

に量が減ってきたので、もうオペレーター戻していただいて結構ですという

話を文科省にしまして、ちょっと今、時期を確認しますけど、確か 5 月の連

休前後ぐらいにオペレーターは引き上げられたというふうに記憶しておりま

す。 
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Ｑ：分かりました。そうすると保安院の方に聞きたいんですが、先ほどの説明

と全然違う、この間説明していただいたのと、ちょっと違う気がするんです

けども。つまり保安院としては、安全委員会にお願いしてたんだけども、安

全委員会から介さずに出来るようになったので、今度は自分たちでしたんで

すよ。でも最初から、その段階でもやろうと思えば出来たのにしなかったわ

けですよね。その辺について、ちょっと今日は多分お分かりにならないと思

うので、次回で結構ですので、ちょっと SPEEDI の問題は、なぜこんなことに

なったのかというのは、皆さん注目してると思うので、ちょっとご説明いた

だければと思いますので、よろしくお願いします。 

 

Ａ：(保安院) はい、どこまで確認出来るか分かりませんけど調べてみます。 

 

Ｑ：お願いします。 

 

Ａ：(文科省) 文部科学省です。放医研のホームページについてのご指摘ですが、

放医研のホームページに放射線被ばくの早見図というのがありまして、そこ

でがんの過剰発生が見られないという記述がございます。これに対して日隅

さんの方から、前々回あるいは前回の生活支援チームの資料の時でも同じよ

うな指摘がありました。過剰発生が見られないでなくて、確認出来ないとい

うような記述が適当じゃないかというようなご指摘をいただきました。放医

研の方に、その時のやりとりを伝えまして、今、私どもの方がいただいてい

るご意見の考え方を申し上げますと、がんの過剰発生が見られないという文

言は、放医研としてはがんの死亡が増えるという明確な証拠がないという現

状の科学的知見、これを踏まえた記述だというふうに考えておりまして、誤

った記述をしたとは考えていないとのことですが、ご指摘のような解釈、あ

るいは誤解を生じるので、本書については、一般の方に正確に伝わるよう見

直しを行っていきたいというふうに聞いております。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

 すみません、次の方ご指名してるところでございますが、東京電力の方から

今日の作業状況がまとまったということでございますので、先にそちらの説

明をさせていただきたいと思います。恐縮です。 

 

＜東京電力からの本日の作業状況説明について＞ 
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○東京電力 

 東京電力から本日の作業の実績などについてご報告させていただきます。ま

ず原子炉の注水ですけれども 17時現在 1号機は給水系から 4.2m3/h で注水中

です。2 号機は給水系から 3.1、炉心スプレイ系から 4.3m3/h です。3 号機は

給水系から 2.0、炉心スプレイ系から 6.0m3/h となっております。それから格

納器内の窒素ガスの封入でございますが、こちらは 1、2、3 号機とも現在格

納容器と圧力容器へそれぞれ窒素ガスを注入中でございます。1号機の格納容

器の圧力は 117.4kPa、2 号機 111kPa、3 号機 101.6kPa になります。2号機格

納容器ガス管理システムの出口の水素ガス濃度は 17 時現在 0.6％でございま

す。午前 5 時から変化がございません。それから使用済燃料プールの循環冷

却の状況です。17 時現在のプール水温は 1号機 16.5℃、2号機 24.4℃、3号

機 19.4℃、4 号機 25℃でございます。2 号機に関しましては現在循環冷却が

出来ておりません。明日点検修理を行う予定です。それからタービン建屋の

溜まり水の移送ですけれども 2 号機 3 号機から集中廃棄物処理建屋への移送

を行っております。また 6 号機のタービン建屋の溜まり水も屋外の仮設タン

クへの移送を実施中です。建屋の水位を申し上げます。プロセス主建屋の水

位は 17 時現在 3,482 ミリ午前 7 時と比べますと 17 ミリ上昇です。雑固体廃

棄物減容処理建屋は 2,466 ミリ午前 7時と比べますと 27 ミリ低下です。サイ

ドバンカ建屋は OP で 4,302 ミリ、午前 7 時と比べますと 2 ミリの上昇です。

トレンチの水位です。16 時現在 1 号機はダウンスケール中、2 号機 2,976 ミ

リ、3 号機 3,205 ミリ、午前 7 時と比べますと 2 号機は 12 ミリ低下、3 号機

は 5ミリ低下です。それからタービン建屋の水位です。16 時現在 1号機 3,396

ミリ、2 号機 2,990 ミリ、3 号機 2,947 ミリ、4 号機 2,971 ミリです。午前 7

時と比べますと 1号機は 11 ミリ上昇、2号機 9ミリ低下、3号機 7ミリ低下、

4号機14ミリ低下です。原子炉建屋地下1階の水位です。16時現在1号機3,980

ミリ、2号機 3,107 ミリ、3号機 3,164 ミリ、4号機 3,000 ミリちょうどです。

午前 7時と比べますと 1号機は 11 ミリ低下、2号機は 10 ミリ低下、3号機 6

ミリ低下、4 号機 11 ミリ低下です。作業の状況です。5 号機の取水炉の清掃

作業でございますが、こちらの方は予定とおり終了いたしまして原子炉の冷

却は本日 17 時 45 分に冷却を再開いたしております。また使用済燃料プール

は17時24分に冷却の方を再開しました。原子炉の温度は冷却再開時39.1℃、

上昇幅は 13.8℃でございます。使用済燃料プールの冷却再開時の温度は

25.3℃、停止からの温度上昇は 0.8℃という状況でございます。それから本日

予定しておりました 2 号機の原子炉建屋上部のダストサンプリングにつきま

しては午前中の会見で申し上げたとおり悪天候のため明日に延期になってお

ります。それから水処理装置の運転の状況ですが、淡水化装置の運転実績で
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す。RO 膜によります累積淡水生成量は本日 12 時の時点で 73,460 トンになっ

ております。それから蒸発濃縮式の累積生成量は 12 時の時点で 12,740 トン

です。なおキュリオン側サリー側ベッセルの交換は本日明日ともにございま

せん。それから福島第二でございますけれども、第二の 3 号機につきまして

は本日 14 時 8 分から 14 時 19 分、約 11 分でございますけれども残留熱除去

系の A 系から B 系への切り替え作業を行っております。この間原子炉の冷却

は出来ませんでしたけれども温度上昇は 0.1℃ということでございます。プラ

ントの状況につきましては以上です。 

 

○司会 

 それでは質疑を続けさせていただきたいと思います。 

 

＜質疑応答継続＞ 

○フリー 木野 

Ｑ：フリーの木野ですけれども、まず東京電力の松本さんに。先ほど保安院の

森山さんに聞いた件の繰り返しで東京電力側の状況をお伺い出来ればと思う

んですが、3月の 12 日の作業員の方の被ばくの件なんですけれども当時の資

料で顔面の汚染等というのも政府側から出てきている資料には記載があるん

ですけれども、被ばくに関してはその 106 ミリの 1 人の方しかないんですが

これは当時政府あるいは保安院の方へは東京電力からは報告はしていたので

しょうか。残りの 3 人の件に関しては。というのが 1 点ともう一つは同じく

松本さんに3月の12日の午前5時の東京電力のリリースでヨウ素が通常より

上昇という記載があるんですけれども、これ先日詳しい核種分析をしていな

いというお話しだったんですがヨウ素が通常より上昇というのはそうすると

何を根拠にこれはどういう形で数字が出てきたものなのでしょうか。ちょっ

とご説明いただければと思います。それから園田政務官、住民説明会の資料

なんですが月曜日に健康関係のものは見せていただいたんですけれども、現

状それだけでは無くて除染を含めて幅広い状況の説明というのを何らかの形

でされていると思うんですが、他には資料というのはないのでしょうか。住

民説明会で使っているのは。それから現状で先日もお伺いいたしましたが、

住民説明会でどういうことを説明されているのかをもう少し詳しく教えてい

ただければと思うんですけども。月曜日は健康関係の話しだけになってしま

ったんですが、まさかそれだけとは思えないのでもう少し詳しいお話しをお

願いいたします。取りあえず以上です。 

 

Ａ：(東電)はい。まず東京電力ですけれども、3 月 12 日の被ばく線量に関しま
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しては最大の被ばく線量のものを報告したと思いますけれども、具体的にど

ういう形で報告したかについては確認します。それから 3月 12 日に午前 5時

「通常よりヨウ素、放射性物質（ヨウ素等）の測定の値が通常値より上昇し

ております」というふうな記載をしておりますが、こちらは事故の状況とい

たしましては揮発性のヨウ素が放出されることが十分予想されますのでヨウ

素等という形でダストの濃度について記載したものでございます。 

 

Ｑ： 最初の最大の報告、具体的な詳細はご確認いただければと思うんですけれ

ども可能性としては最大の被ばくの方だけを報告したという可能性もあると

いうことですかね。これは。 

 

Ａ：(東電) はい。可能性はあると思いますのでどういった形で保安院さんに報

告をしたのかは確認します。 

 

Ｑ： 分かりました。それからヨウ素の件なんですけどもこれは揮発性のヨウ素

を含む濃度というのは、何の濃度を検出されたんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい。これはいわゆる核種分析を行っておりませんが、フィルター

に付着した放射性物質を全体としてカウントしたものでございます。 

 

Ｑ：その数字はいくつだったんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)こちらは以前数字としては書いた、公表資料がございましたけれど

もちょっと確認させてください。 

 

Ｑ：お願いします。 

 

Ａ：(園田政務官) 私から住民説明会の件でございますけれども、基本的には住

民への皆さま方へのご説明は健康に関するお話しをさせていただいていると

いうのが支援チームとしては恐らくそれ以外のところというのは無かったん

ではないかなと思いますけれども、資料としてはこの間も支援チームが来て

ご説明はさせていただいておりましたけれども、ああいった専門家の方々の

資料を使ってご説明をするということでございますので、あれ以外にも何人

かの説明者の資料というものがあるというふうのは聞いておりますが、ご本

人の承諾がまだ得られてなかったということで先日は得られたものという形

でお出しをしたということでございます。後恐らく除染についてというふう
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に触れられましたけれども、除染については環境省が今現地の環境事務所で

あったと思いますけれども福島環境事務所を中心となって住民へのご説明は

しているというふうには聞いております。これは支援チームとはまた違うと

ころでございますので、先般後宮嶋さんからもご要望いただいて大臣、これ

は事故収束対応の大臣というよりは環境大臣という形でお受けになったと思

いますけれども、ここの場に環境省の方が来ていただいて除染についてのお

話しを説明をさせていただく機会をということで私からもお願いをさせてい

ただきました。今調整をしておりますのでここに来る除染のチームが決まり

ましたらまた前もってご報告はさせていただきたいと思います。 

 

Ｑ： 分かりました。他にも資料、健康関連に関してはまだ資料があるというの

は、これはどのくらい種類があって、内容というのはどういうものになって

いるのかっていうのは、これは確認は時間かかりますかね。 

 

Ａ：(園田政務官) 私自身がというよりも、書いた本人の承諾を得るようにして

いるということでございますので、それが本人とまだきっちりと時間が取れ

るまでですね、時間が掛かっていたのではないかなというふうには聞いてお

ります。したがって、また届きましたらですね、この場にお持ちをさせてい

ただくということは勘考はしたいと思います。 

 

Ｑ： 本人の承諾というのはちょっと分からないんですけれども、住民説明会で

使っている資料ですよね。公的なものだと思うんですけれども、本人の承諾

というのがなぜ必要なんでしょうかね。私的文書ではないですよね。 

 

Ａ：(園田政務官) ただし、本人の著作権ではないですけれども、本人の書面に

よって説明をしていただておりますので、したがって。 

 

Ｑ： いや、住民説明会なんで、本人のその方が説明するのはもちろんそうです

けれども、説明する内容は政府がオーソライズしているものであるはずであ

って、本人云々というのは関係ないと思うんですけれども、なぜ本人の承諾

が必要なんでしょう。ちょっと理由が分からないんですが。 

 

Ａ：(園田政務官) 機関としては別の政府とは違う機関の方に来ていただいてご

説明をしていただいておりますので、そういった面ではその方の言わば承諾

がいるということでございます。 
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Ｑ： いや、住民説明会は政府がやっているものであって、その機関がやってい

るものではないので、その資料というのは当然政府がオーソライズしている

ものなので、政府側で判断して出す出さないというのも決められるんではな

いですかというふうに思うんですけれども。 

 

Ａ：(園田政務官) 会は確かに政府、支援チームが主催させていただいておりま

すけれども、説明はその方、別の機関の方がやっておられますので、その方

の言わば承諾がいるということでございます。 

 

Ｑ： 確認なんですけれども、そうすると前回も聞きましたけれども、説明する

方によってかなり内容が違うというふうに聞こえるんですけれども、今のお

話だと。 

 

Ａ：(園田政務官) いや、そういったことはないとは思いますけれども、念のた

めに私からも一度確認はしておきたいと思います。 

 

Ｑ： 要するに政府としては決まった説明の内容というのは持っていないという

ことですよね。資料というのは説明者の方がそれぞれ作って、住民説明会で

はそれぞれの方が作った資料で、それぞれ説明しているということですかね。 

 

Ａ：(園田政務官) はい。そのように聞いております。 

 

Ｑ： 政府として統一見解というのは今後も作らない予定ですか。 

 

Ａ：(園田政務官) 今の段階では、それが統一見解にはなっているのではないか

と思いますけれども。 

 

Ｑ： それぞれの方が説明していると統一ではないと思うんですけれども。先日

の月曜日のお話でも、資料に関しては補足で説明する方がいろいろ言葉で説

明するので、あそこに書いてあるものがそのままではないというお話があり

ましたので、そういうことであれば、説明する方によって内容が要するにい

ろいろ変わるわけですよね。安全性の見方に関しても、100 ミリ以下の見方に

関しても、その辺に関して政府で統一の見解というのは作らないのですかと

いうふうにお伺いしているんですが。 

 

Ａ：(園田政務官) 政府としての統一見解は従前から申し上げておりますように、
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原災本部から発表させていただいておりますのが、政府の統一見解でござい

ます。住民への説明についてはですね、それぞれの専門家の方に来ていただ

いて、その方にご説明をしていただいているというのが現状でございます。 

 

Ｑ： 住民への説明の仕方を政府で統一する考えは、ちょっと繰り返しで申し訳

ないんですが、それはないということですね。 

 

Ａ：(園田政務官) 今の形では専門家の方に来ていただいて、その方から発表し

ていただくということにしております。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

 安全委員会の方から補足説明がございます。 

 

Ａ：(原安委) すいません。先ほどの SPEEDI の関係でちょっと訂正させてくだ

さい。原子力安全技術センターから安全委員会の方に遣わされていたオペレ

ーターの方がいつまでいらっしゃったかということですけども、先ほど私 5

月の連休明けくらいだったかと申し上げましたけども、それ間違いでして、5

月27日金曜日の夕刻までオペレーターとしていらっしゃいました。以上です。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

 他にご質問ある方いらっしゃいませんでしょうか。お 1人、2人、他にはいら

っしゃいませんか。それでは後お 2 人で終わりにさせていただきたいと思い

ます。ではそちらの女性の方、男性の方。後、4人いらっしゃいますね。前の

男性の方、それで後ろの男性の方、木野さんもう一度分かりました。5人でお

願いします。じゃあそちらから。 

 

○ネオローグ 小嶋 

Ｑ：すごいたくさんあるんですけど全部言っていいんですね。 

 

○司会 

 どうぞ。 
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Ｑ： ネオローグの小嶋です。よろしくお願いします。今の木野さんに説明され

た件に関してなんですけれども、園田さんに。つまり、政府が行っている説

明会は政府の見解ではなくて全て個人の見解であって、そういう説明がなさ

れていて、説明は個人によってばらばらになされているということよろしい

んですかということが 1 点です。こちらは文部科学省の伊藤さんにお願いし

たいんですけれども、学校の給食の関係で。40Bq 以下という基準が一応決ま

ったというか、交付されたということで、まず 40Bq/kg のですね、これがど

ういう論拠があるのかということと。17 都道府県に限定されているというか、

17 都道府県にやれということだったんですけれども、これが 17 都道府県に限

定する理由が何かあれば。この実質の運用に関してなんですけれども、全て

の学校で調査可能なのか、どういう体制を取ってそういう形にするのか、例

えば福島県とか被災地を優先順位をつけてやるのか。検査機器等を今、半額

補助とかされてますけれども、こちらの精度はどの程度まで OK にするのか、

検査機器これがいいのとか決まっているのかということと。調理済みのもの

を丸ごと検査するという方向も考えているということですけれども、どうい

った方向になるのかというのを教えてください。園田政務官にもう 1 点。賠

償金などを東京電力が政府の支援などを受けているんですけれども、新規の

原発が建設可能か、先ほど午前の会見で東京電力は新規の原発に関して一部

報道で建設を中止したのを否定しましたけど、政府の支援というのは建設が

可能なのかということを教えてください。もう 1 点。今回、燃料の位置の解

析が出ましたけれども、今後の作業見通しに変化がないということでしたけ

れども、今後廃炉に向けて廃炉の作業開始が 3 年というものが 2 年早められ

たりしましたが、この点に関しては何か影響があるのかということをお聞き

したいです。東京電力さんに吉田所長が病状と線量の関係、労働の関係がま

だ確定した情報ではないということだったと前回では思うんですけれども、

現在のところ線量と病状の関係に関して何か変化があるのかということをお

聞きしたいのと。あわせて労働環境との関連が何かないのかということも、

過労であったりそういうことがあったのではないかということをご確認した

いです。もう 1 点、病名の公表について本人、家族にまだ確認していないと

いうことが前回言っていましたけれども、こちらの確認は出来ましたでしょ

うか。教えていただきたいです。もう 1 点、先日の解析でエネルギー総研の

解析によると圧力容器が傾いているという解析結果が出たということなんで

すけれども、こちら新たにこの仮定をおいた場合に耐震に問題はないのかと

いうことをお聞きしたいです。もう 1 点、その解析に関して、つまり東京電

力の解析だと格納容器内にあるということなので、仮にですけど水蒸気爆発

の可能性はほぼ前からほとんどないということでしたけれども、もう 0 に近
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いという認識でよろしいのかということをお聞きしたいです。取りあえず、

以上です。 

 

Ａ：(園田政務官) まずは住民説明会と新規原発の建設についてですね、私から

は。まず住民説明会で、先ほど申し上げましたけれども、当然ながら不確定

な部分は不確定であるということでございますけれども、そうでない部分に

ついては、当然ながらどういう方が説明しようと、今の科学的な知見に基づ

いて説明がされるわけですから、それは当然ながらそのまま発表がされると、。

説明がされるという形になります。したがって、人が変わって大きく極端に、

今の科学的な知見で分かってないことを分かっているが如く説明をするとい

うことは、まずあり得ないというふうに思いますので、当然ながら今の科学

的な知見に基づいてお話をする、分かっている範囲でお話をするというのが

今のスタンスでございますので、当然人が変わったとしてもそう変わりはな

いというふうには思っております。ただ資料が、どういう人がどういうふう

なものを使っているのか、私まだ見比べたわけではありませんので、恐らく

一つの事象を右から見るか、左から見るかによって少しこの内容が、内容が

変わるわけではありませんけれども、説明ぶりが変わって、言わばそこにい

らっしゃる方に対して、より説明が丁寧にできるか、あるいは恐らく受け手

の側もお子さんや妊婦の方、女性の方が多い場合とそうでない場合とでも、

いろんな話しぶりが少しずつそこに合わせて変わるというのは、当然あり得

るかなというふうには思っておりますので、その場に合わせて変わるという

のは当然あり得るかなというふうには思っておりますので、その場に合わせ

ていろいろな表現をしているのではないかなというふうには考えております。

それから、新規の原発については、今政府として来年の、今まず総合エネ調

と、エネルギー調査会と、それから内閣府の原子力委員会で、今議論をして

いただいているところでございます。これからエネルギーの総合的な考え方

をまとめるべく議論をさせていただいておりまして、政府全体としてはエネ

ルギー環境会議というのがございまして、通称エネ環会議というふうに申し

上げておりますけれども、そのエネ環会議において、総合エネ調と、それか

ら原子力委員会とでこれからの日本のエネルギー政策についての議論を今ス

タートをさせていただいているところでございます。大体来年の夏を目途に、

これを取りまとめをしていくということになっておりますので、それ以降の

また原発に関しての、新たな原発あるいはその他のエネルギー政策に関して

は、そこまでまだ確定的なものは決まりはないということになるのではない

かなというふうに思います。 
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Ｑ： その点に関して先に言いますけども、政府の方針を聞いてるのではなくて、

政府の賠償金などに関して、政府の支援を受けている東京電力が、今後新規

の原発などを建設することが問題がないのかということをお聞きしたいのが、

質問の意図なんですけれども。 

 

Ａ：(園田政務官) 今後というと、どのぐらいの時間軸でお聞きになってらっし

ゃいますでしょうか。 

 

Ｑ： では、先ほど午前の会議で否定された、青森の大間の原発に関して、今予

定とおり行くとすればというぐらいの範囲です。青森の原発に関して。 

 

Ａ：(園田政務官) 大間の件はこれは東京電力さんではないので。 

 

Ｑ：ごめんなさい。東京電力は午前否定した、。どこでしたっけ、すいません。 

 

Ａ：(園田政務官) 電源開発さんですね。 

 

Ｑ：東京電力が否定したどこでした。すいません、どこでしたっけ。 

 

Ａ：(園田政務官) ちょっとその件については、私ども政府としてどのように判

断しているのかというのは、ちょっと聞いておりませんので、これは確認を

させていただきます。 

 

Ｑ： はい、お願いします。もう 1点、戻って。説明会に関してなんですけれど

も、どういった方が説明会で説明されているのか、例えば個人名、その機関、

人数等が分かれば、今日すぐ分からないと思うんですけれども、例えばリス

トなどの形で出していただければと思うんですけども、いかがでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官) はい。分かりました。ちょっと確認をしておきます。 

 

Ｑ：ごめんなさい、先ほどのは東通でした。申し訳ないです。次の方、お願い

します。 

 

Ａ：(文科省) 文部科学省です。学校給食の報道に関連するお尋ねにお答えした

いと思います。文科省で、第三次の補正予算において学校給食における安全、

安心のために各都道府県に給食の食材の測定器を配備するという予算がつい
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ております。これを実施するために事務連絡というのを 11 月 30 日付けで東

北、それから関東甲信越、静岡、全部で 17 都県の教育委員会に対して送付し

ております。その事務連絡の中で、今申し上げた各都県の方で、今後測定器

を買う場合に検出限界が 40Bq/kg 以下とすることが可能となるような機種を

選んでくださいということで、１kg 当たり 40Bq という数字について報道があ

ったんだというふうに推定しております。したがって、繰り返しになります

けども、これは機種選定の要件を示したものでありまして、学校給食の基準

を示したものではないというふうに考えております。それから、なぜ 17 なの

かということについては、今申し上げた東北、関東甲信越、静岡なんですけ

れども、地域の実状に応じながら地元とか周辺地域の食材が給食にどういう

ふうに利用されているかとか、それから野菜等の放射性物質の検出状況など

を考慮して、今申し上げた 17 都県にしたということであります。それからあ

と、食材の、給食の丸ごと検査というような言い方をされる場合もあります

けれども、測定について、どういう方法を採るかについてはこの事務連絡で

は、特段触れておりません。 

 

Ｑ： つまり、検査機器の半額補助に関して 40 Bq ぐらいの基準を持ったものを

使ってくださいというようなことであって、つまり学校に関して、全ての学

校で検査をしなさいということではないことでよろしいでしょうか。 

 

Ａ：(文科省) はい。この事業の趣旨が、基本的に規制値以下のチェックされた

食材が出回っていると。しかしながら不安もあるということに対して、全量

ではありませんので、そういう抽出調査とかサンプリングしながらデータを

測って、またそれを公表することによって安心していただくと。そういう趣

旨のものであります。したがって基準ではありません。 

 

Ｑ： つまり、それぞれ半額補助というシステムというか、制度を使う所が、こ

うして、こういうものを買ってくださいということだけですよね。つまり、

そういうことですよね。 

 

Ａ：(文科省) 補助事業の申請に当たっての条件として、そういうことを求めた

ということです。 

 

Ｑ：はい、分かりました。ありがとうございます。 

 

Ａ：(東電)東京電力からお答えさせていただきますが、所長の吉田の病状、線
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量の関係につきましては、変化はございません。それから、労働環境の因果

関係など、病状それから原因等につきましては、プライバシーの観点からお

答えは差し控えさせていただきたいと思います。それから、病名の公表でご

ざいますが、こちらは会社としての判断の他に、吉田本人の意向といたしま

しても病名の公表は控えていただいて、治療に専念したいという申し出を受

けております。それから、昨日の解析の結果でございますが、落下した溶融

燃料はコンクリートを侵食しておりますけれども、落ちた箇所はいわゆる構

造体といった応力を負担する所ではございませんので、ペデスタルいわゆる

圧力容器を支える部分に関しましては、健全性を維持できているというふう

に考えておりますが、今後解析の精度を上げる過程で、更なる評価をしてい

きたいというふうに思っております。それから、水蒸気爆発の懸念でござい

ますが、格納容器全体が冷えておりますし、格納容器の底部に水が溜まって

おりますので、水蒸気爆発する可能性は極めて小さいというふうに思ってお

ります。 

 

Ｑ： 今の点に関してなんですけども、病状と線量の関係がすぐ出ないというこ

との理由などあれば。主治医が判断するのにちょっと時間が掛かるのかとい

う事ともう 1 点。労働環境との関連がプライバシーに関わるっていうところ

が理由がよく解らないのと、本人とかに確認がされた、この月曜日の会見か

らこの今日まで間に確認が新たにされたという理解でよろしいでしょうかと

いう事と。取りあえずそれをお願いします。 

 

Ａ：(東電)はい。現状の確認、線量との関係につきましてはお医者様の判断を

待ってる所でございます。それから、労働環境等原因等に付きましては、こ

ちら病名それから原因について、回答を差し控えさせていただきたいという

事になります。それから病名の公表に関しましては、その後、所長の吉田か

ら申し受けを受けたという事とでございます。 

 

Ｑ：ごめんなさい。2点目の労働環境との関連を差し控える理由を教えて下さい。 

 

Ａ：(東電)はい。病気の原因に付きましてはプライバシーの観点から、公表は

差し控えさせていただきたいと思っています。 

 

Ｑ： いえ、病気の原因ではなくて、労働環境と関係があったかなかったかだけ

でいいんですけど。 
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Ａ：(東電)はい。病気の原因でございますので、公表は差し控えさせていただ

きたいと思っています。 

 

Ｑ：あってもなくても公表しないっていう事ですか。 

 

Ａ：(東電)いわゆる労災といいますか、作業上の病気等の事でありましたら、

やはり公表する必要あろうかと思いますけれども。今回の場合はまだプライ

ベートな病気でございますので、回答が差し控えさせていただきたいと思っ

ています。 

 

Ｑ：現在のところ、つまり作業との関連がないという認識っていう事で。 

 

Ａ：(東電)はい。そうです。 

 

Ｑ： 分かりました。ごめんなさい。解析について何ですけれども、つまりそれ

は圧力容器の傾きがないというのは東電さんの解析だと思うんですけど。こ

のエネルギー総研さんの解析を仮に、この解析を受け入れて、受け入れなく

てもいいんですけど。圧力容器に傾きが仮にあった場合、耐震性になんか問

題が生じるっていう可能性があるでしょうかという質問です。 

 

Ａ：(東電)はい。仮に傾いてるとすると、傾きの程度によっては耐震性の影響

はあろうかと思います。 

 

Ｑ：はい。ありがとうございます。 

 

Ａ：(保安院) すいません。保安院から補足しますけど。エネルギー総研の方は、

傾きがあるという解析を示された訳ではございませんので。 

 

Ｑ：はい。 

 

Ａ：(保安院) あくまでもその専門家として、そういう心配、一般的なですね、

心配をおっしゃっただけで、エネルギー総研の解析からは傾くという事は出

ておりません。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 
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○司会 

 よろしいですか。 

 

Ｑ：ごめんなさい。燃料取り出しの作業見通しと廃炉との関係についてがまだ

出てないと思うんですけれども。 

 

Ａ：(東電)それは東京電力でよろしいですか。 

 

Ｑ：まず東京電力から。 

 

Ａ：(東電)はい。いわゆる、使用済燃料の取り出しに関しましては、当初 3 年

を 2 年に前倒しする事に関しましては、影響ないものと思っております。格

納容器の中の話でございますので、格納容器の外にあります使用済燃料プー

ルの燃料取り出しに関しましては、現在 2 年で達成すべく作業の方を進めて

いるところでございます。その後に関しましては、やはり今回のような推定

を基にどういった技術開発が必要かというようなところを検討することにな

ります。 

 

Ｑ：園田政務官にもすみません。お願いします。 

 

Ａ：(園田政務官) はい。当然ながらですね、この中の状況が私どもとしても大

変、これからの中長期を見越した時においては最大の関心になってまいりま

す。そういう場合において、やはりどういうこれからですね、ちょっと何年

かかるかまだその辺も今詳細を詰めていただいているところでございますけ

れども。どういう状態であるのかっていうのを推定しながら技術開発をし、

そしてまた中が見られる状況というのがどの時点かで、ひょっとしたら来る

のかも知れないというふうに思っておりますので。そこでようやくですね、

取り出しを行なって、そして最終的はそれが全て外に取り出すことが出来た

という状況を、作っていくという事は当然ながら私達も、いろんな過程をこ

れから作っていくべく努力はしてまいります。今お示しをさせていただいて

いるのは、使用済燃料プールの 2 年以内の取り出し開始という事と、それか

ら 30 年において、今度はこのデブリの燃料の取り出しを行なっていくという

ところ。そこをお示しをさせていただいているところでございますので、こ

の先言わば行程に入っていく段階において、あるいはその工程の段階におい

てはいろいろな過程がひょっとしたら、あり得るのかも知れないなと、いう

のは考えているとこであります。 
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Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 

 それでは後ろの方。 

 

○回答する記者団 佐藤 

Ｑ：よろしくお願いします。回答する記者団の佐藤です。まず司会の方にお願

いなんですけれども。数が多いので質問と、あとこれまでに質問しているも

の回収という二つに分けさせてもらいたいんですけれども、構わないでしょ

うか。 

 

○司会 

 いえ、続けてお願いします。毎回同じ事お答えさせていただいておりますが、

よろしくお願いします。 

 

Ｑ：数が多いという事と数を制限したい、こういう時は。 

 

○司会 

 数を制限する理由は最初にご説明さしているとおりです。最初の一巡を速く

やるというために、数を制限しておりますのでもう一巡はしておりますので

どうぞ。 

 

Ｑ：分かりました。では、全部よろしくお願いします。東京電力にお聞きしま

す。東京電力がゴルフ場との裁判で主張している、飛び散った放射性物質が

無主物であるという考え方についてなんですけれども。所有物が、ある状態

から無主物になるタイミングですとか状況というのがあるかと思うんですが、

それがいつの段階でどういった状況になった段階で無主物という判断になる

のか、この点をお聞かせいただけませんでしょうか。逆に、その現在無主物

という事なんですけれども、逆に考えると例えば土の中から放射性物質だけ

を抽出する事が出れば、それは東京電力の所有物になって東京電力が処分に

責任を負う、そういう事でいいのでしょうか。まずそれが一つ。次に、解析

の結果で格納容器の底部に燃料がめり込んでいるという事に関してなんです

けれども。これは東京電力、保安院がこれまでに持っていた想定の範囲内の

事なのかどうか。それとこれに関連して、今後場合によっては石棺と言った

ような、現在考えてるのは解体処分だと思うんですけれども。石棺と言った
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ような事も、想定に入ってくるのかどうか。それと東京電力に、年末年始の

作業量について、減るのかどうか、減るとしたらどれくらい減るのか。園田

政務官には、合同会見の予定はどういうふうになるお考えなのか。まず以上

が質問です。それと、これまで質問させていただいた事の回収です。まず保

安院に、前回の会見で、政府職員が震災発生以降に福島第一と福島第二で撮

影した写真の行政文書開示請求について、保安院長の裁量で、自主的に公表

するつもりがないか、院長の確認を求めましたけれどもどうなりましたでし

ょうか。それと園田さんに、11 月 24 日に質問させてもらった事で、福島県知

事が 18 歳以下の県民の医療費無料化を要請しまして、首相が検討指示すると

答えた。その報道に関して、政府側で健康被害がどの程度起こるのか、そう

いった想定を持っているのではないか確認してほしいという事で、お聞きし

ましたけれどもこれはどうなりましたでしょうか。それと、これも園田さん

に、吉田所長の病状ですとか退任について、官房長官に伝わった経路の確認

をしておりますけれどもこれがどうなったか。また園田さんに、統合対策室

の会議に大臣が最後に出席したのがいつかという質問に関連して、特別プロ

ジェクトに出たのが 10 月 2 日、前回で 10 月 3 日っていう訂正ありましたけ

れども、その特別プロジェクトの一覧を出してほしいというふうに、要望を

していますけれどもこれがどうなりましたでしょうか。あわせて、統合対策

室の議事録との関係で質問させてもらっています。その他の会議体のリスト、

これがどうなりましたでしょうか。それと、これも 11 月 24 日の会見で要望

しましたけれども、毎回の記者会見毎に、参加している記者の人数、正確に

は参加区分ごとの人数の確認、これがどうなりましたでしょうか。それと最

後、ゲルマニウム検査器の数については出していただきましてありがとうご

ざいます。以上です、よろしくお願いします。 

 

Ａ：(東電)はい。東京電力からまずお答えさせていただきますが、二本松のゴ

ルフ場の件でございますけれども、個別の係争案件につきましては具体的な

コメントは差し控えさせていただきたいと思います。それから、落下した損

傷燃料でございますが、こちらに関しましては、量そのものは今回 1 号機は

100％、2号機 3号機がほぼ 6割というような形で解析の結果、それからその

落ちた影響という形では評価いたしましたけれども、こちらに関しましては

既にこれまでも申し上げたとおり、落下している可能性については想定内で

ございます。それから石棺というお話がございましたけれども、現時点では

損傷燃料は取り出すということで考えております。年末年始の作業に関しま

しては、こちらは減ると思いますけれども、現在どの程度減るかについての

評価はできておりません。 
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Ｑ：分かりました。まず無主物のところについて、個別の案件ということは承

知していますが、それは無主物の考え方そのものについては東京電力がたま

たまその場で裁判の場で公表したというだけのものであって、個別の案件と

は別の話です。これをしっかりとご回答よろしくお願いします。 

 

Ａ：(東電)繰り返しになりますが、個別の案件でございますので、私どもがど

ういった解釈をしてるかについては裁判で争っているところでございますの

で、その中で明らかにするのが妥当ではないかと思っております。 

 

Ｑ： 分かりました。園田政務官と保安院に関してこれをお聞かせください。無

主物という東京電力の考え方について、放射性物質が飛び散ったもの、それ

がどこかに付着したものが無主物であるという考え方についてなんですけれ

ども、これは過去の公害問題とかに適用される考え方、あるいは影響を及ぼ

すような考え方ではないかと思うんですが、その辺りについて保安院、園田

さんからお答えいただけますでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官) ちょっとすいません、私も裁判例というものがどういったも

のがあるのかちょっと確認はしておきたいと思いますけれども、今すぐにお

答えはできませんが、当然ながらどこにそのものがどういったものであるの

かというのがやはりまず特定をされなければならないというのが、一つ前提

にはあるんだろうというふうには思ってます。それによって様々な判断が判

決の中ではされるのかなというふうにはちょっと直感的には思っております

けれども。 

 

Ｑ： いえ、無主物という扱い、例えばこれまでですと有機水銀ですとかカドミ

ウムといったような公害がありましたけれども、こういった場合これは別の

所に取材すべき話なのかもしれませんけれども、こういった例えばカドミウ

ムは無主物なのか、有機水銀は無主物なのか、人体の毛髪に入った有機水銀

は無主物なのか、こういった部分とも関係してくる話かと思いますが、東京

電力が主張しているこの飛散した飛び散った放射性物質は無主物という考え

方について妥当だとお考えかどうかお聞かせいただけますか。 

 

Ａ：(園田政務官) 政府としてそのことに対して何か妥当か不当かというような

判断をするということはありません。 

 



 

55 
 

Ｑ： 分かりました。保安院に関して、今後原発事故が起こった時も同じような

考え方、その他の電力会社が同じような考え方をする可能性もありますけれ

ども、その点について何らかの規制をかけていくような考え方というのはあ

るんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院) 保安院でございますけど、無主物ということに関して今特に保安

院として何か見解を持っているわけではございません。 

 

Ｑ：何もないんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院) 特に安全規制として何かこれに対して対応するという考えはござ

いません。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

Ａ：(園田政務官) 統合対策室の会見については、まだ今後のことについては何

か決まっているということではございませんですので、また決まり次第皆さ

んにお伝えをさせていただくつもりでございます。それからあとは。 

 

Ｑ：18 歳以下の福島県民の。 

 

Ａ：(園田政務官) 被害状況がどのぐらい把握をしているかということでござい

ますか。 

 

Ｑ： ごめんなさい、被害状況ではなくて、今後起こり得る健康被害の想定を持

っているのではないかということです。 

 

Ａ：(園田政務官) そういったことはあるかどうかはちょっとまだ分かっており

ません。 

 

Ｑ： これは確認をお願いできますか。政府が持っているか。健康被害の予測を

持っているのかどうか。 

 

Ａ：(園田政務官) 基本的にはそういった予測というものはありえないと思って

ますので、そういった何か予測的なものがあるのかないのか、今の段階でお

答えをさせていただくとそういったことは想定はしていないということだけ
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お答えをさせていただきたいと思います。 

 

Ｑ： これは首相が検討について言ってることなので、政府内で確認の上でお答

えをいただけませんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官) いや、したがっていわゆる佐藤さんのご質問は、将来の推計

というかそういったことで政府内で何か対策を講じるということではござい

ませんので、そういった意味では今の現行の範囲で私どもがどういった形で

福島県民の皆さん方のご安心をしていただけるかどうかということを考えて

政策を立てていくものであります。したがって、何かその特定の想定をして

こういった対策を講じるということにはなっていないということだけ申し上

げます。 

 

Ｑ： そうしますと、具体的とは言いませんけれども、ある程度幅広い健康被害

の想定がなければ医療費の無償化を要請されたり、それに対して首相が検討

を指示するようなことはないかと思うんですけれども。 

 

Ａ：(園田政務官) 私どもが受け止めているのは、何かそういった具体的な被害

があるからと、将来ですね、あるからということで、福島県佐藤知事がその

ような政府に対して要望したとは受け止めておりません。 

 

Ｑ： そうしますと政府側としてはどういう受け止め方をされているんですか。

特に健康被害が起こるかどうか分からないけれども、無償化を検討しますと、

そういう感じなんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官) いや、そういう指示が出ているわけではございませんけれど

も、佐藤知事からの要望については、ちょっと待ってくださいね。放射線に

よる健康影響への漠然とした不安から、多くの子供が県外へ避難を続け、福

島県の人口は原子力災害を機に大きく減少し、今福島県の社会基盤は根幹か

ら揺らいでいる。ついては子供の健康を守り、福島県で安心して子供を産み、

育てやすい環境作りを進めるため、子どもたちが県内にいても県外から戻っ

てきても安心して医療を受けられるように18歳以下の県民の医療の無料化を

措置するということでございますので、具体的な何か想定をしているという

ことには、ここから見ても、この要望を受けてもあるわけではないというこ

とでございます。 
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Ｑ： そうしますと政府は安心のために医療費無料化を検討指示している、福島

県知事の方は安心のために医療費無償化を国に対して要請した、そういう理

解をすればいいということですね。 

 

Ａ：(園田政務官) 総理からの指示は、安心のためにとかいうことではなくて、

何ができるか具体的なものを想定してみてはどうかと、失礼、検討はしてみ

たいというふうにお答えをしたというふうに認識はいたしております。それ

以上何か具体的な指示が下りているわけではございません。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

Ａ：(園田政務官) それから、吉田所長の件について長官への経路でございます

けれども、申し訳ございませんが、政府内でのそういった情報伝達の経路に

ついて、つまびらかに明らかにするということは控えさせていただきます。

これはセキュリティ上の問題にもありますので、すなわちどういった情報が

どういった経路で行くのかということを外に出しますと、そこを狙われると

いう可能性もあると、安全保障上の観点からそういったことは控えさせてい

ただきます。それから、あと統合対策室の一覧でございますけれども、これ

はまだ現在確認中、検討中でございますので、でき次第お伝えはさせていた

だくつもりでございます。それからあと全体会議のリストもそうですね。そ

れからあと、記者会見の区分ごとの人数、これについても検討できるかどう

かということで、今できるかどうかの検討をさせていただいているというこ

とでございます。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

Ａ：(保安院) 保安院でございますけども、最初に燃料の解析の件でございます

が、これはこれまでも保安院で行っておりました解析でも、あくまでも計算

上ですけども、燃料は特に 1 号機は圧力容器から下に落下しているというよ

うなそういう計算は出ておりましたので、実態はともかくですね。それは特

に今回の件で何か従来と認識が変わったというわけではございません。ただ

今の運転パラメータ等から、あるいは温度とのデータ等からよりその内容が

詳細に議論できるようになってきたということではないかというふうに考え

ております。それから石棺のご質問がございましたけども、これは今後の対

応ですので、必ずしも保安院から何か申し上げる立場ではないかもしれませ

んけども、現在そのような計画があるとは承知しておりません。それから写
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真の件です、これは保安院の職員の撮った写真について自ら公表しないのか

というご要望がございました。これは今検討中でございます。以上でござい

ます。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございました。 

 

○朝日新聞 今 

Ｑ：朝日新聞の今と申します。東京電力の松本さんに伺いたいんですけれども、

今日の 11 時頃、2号機の圧力容器に窒素注入を始めることができましたけれ

ども、今後、今減らしている原子炉の注水量を再び上げるという方向にする

タイミングというのはいつを考えているのでしょうか。水素濃度を見るとい

うことでしたが、その基準等があれば教えてください。あともう 1 点、格納

容器の今窒素注入というのを続けていると思うんですけれども、圧力容器か

ら漏れ出ているという状況ですけれども、それでも格納容器への注入も直接

続けていくということでよろしいのでしょうか。あとすいません別件で、使

用済燃料プール 2 号機の冷却が止まっている状況なんですけれども、本日は

あえて動かすということよりも、原因究明というものを優先させたというこ

とでしょうか。いつ頃まで停止していることが大丈夫だというようなお考え

でしょうか。以上です。 

 

Ａ：(東電)まず、現在、圧力容器に窒素ガスを注入しておりまして、その様子

をしばらく観察する必要があろうかと思っております。したがいまして、こ

こ数日はこの状態をキープしておりますので、注水量を逆に増やすと温度が

変化いたしますので、現在の状況を維持しながら特に 2 号機の格納容器ガス

管理システムの出口の水素濃度を監視していって、水素ガスが実際にどうい

う挙動を示すのかというようなところを確認する必要があろうかと思ってい

ます。したがいまして、具体的に注水量を上げるのはそういった水素ガスの

挙動が確認できた後ということになろうかと思います。それから、同時に格

納容器の方にも窒素ガスを封入しておりますが、これは損傷した燃料がいず

れにあったとしても水の放射線分解で水素が発生いたしますし、圧力容器の

中に留まっていくというものでもございません。圧力容器から単に漏れると

思いますので、そういう意味では格納容器全体を窒素で封入して水素ガスの

濃度を一定量下げておくというようなことは必要だろうというふうに思って

おりますので、こちらも継続して実施する予定です。それから 2 号機の使用

済燃料プールの冷却に関しましては、こちらは本日は点検用の資機材の手配

等に時間を使っておりますので、明日基本的に修理を行う予定でございます。
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プールの水温の温度上昇率は 1時間当たり 0.3℃、外気温が冷えておりますの

で、現実ではそのほどのペースで上がっておりませんので、比較的水温の上

昇には余裕があろうかと思っています。基本的にはプール水温の制限値は

65℃でございますので、時間的には相当の何週間というオーダーで余裕はあ

ろうかと思いますが、計器の不良ということでございますので、冷却が必要

というふうに判断されればそういった計器をバイパスして冷却を再開するこ

とはありえますが、ここ 1 日 2 日で何か危険な状態に陥るということではご

ざいません。 

 

Ｑ： すいません、一つ目の質問に対して再度確認なんですけれども、注水量を

上げるタイミングということで、水素の濃度の状況の挙動を確認するという

ことなんですが、具体的に言うと大体どのくらいのパーセンテージで推移し

ていれば問題はないというふうに考えているのでしょうか。実際に本当に注

水量を下げるという今後シフトは必要になってくるのでしょうか。それは予

定されているという理解でいいのでしょうか。 

 

Ａ：(東電)現在、水素ガスの濃度に関しましては、むしろ具体的な何％という

目標というよりも、私どもが想定している挙動を示すかどうか、あるいはそ

ういった中身の状況が今回の窒素の注入でどれくらい理解できているかとい

うようなところが基本的なポイントではないかというふうに思っております。

それから注水量に関しましては、現在、注水量を絞って温度を上がり傾向の

状況にしておりますので、こちらは今回の水素ガスの挙動が把握できました

ら、注水量を増やして下げる方向にはする予定でございますので、量そのも

のはまだ何 m３ほど増やすかについてはまだ決まったものはございません。 

 

Ｑ： すいません、再度確認なんですが、その挙動を確認するということは、特

に何かしきい値があったりというわけではなくて、東電さんの安全の判断と

いうことですか。 

 

Ａ：(東電)はい、そうです。もちろん私どもとしてこういったと言いますか、

今回の挙動に対してこういうふうな評価をした結果を私どもがした上で保安

院さんの方に提出させていただいて、その結果に対して審査を受けるという

ことになります。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございました。 
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○司会 

 それでは後ろの方。 

 

○ニコニコ動画 七尾 

Ｑ：ニコニコ動画の七尾です。保安院の森山さんにお願いします。溶融した燃

料の性質について、すいません基本的なことをお伺いいたします。1号機の燃

料が格納容器の底に落ちているという件ですけれども、これは水に浸かって

いれば融けた燃料による浸食は 100％止まると考えてよろしいんでしょうか。

森山さんお願いします。 

 

Ａ：(保安院) まず計算上は燃料が浸食していて拡散しながら、結果としてコン

クリートを融かすレベル以下になって止まると、そういう計算ですので、全

体の熱バランスからこれはあくまでも計算上の問題かもしれませんけれども、

全体の熱バランスを計算すればそれは出ると思います。 

 

Ｑ： すいません、ごめんなさい。私の理解が及ばないので。水に浸かっていれ

ば浸食してないという判断。 

 

Ａ：(保安院) 基本的には十分冷却されていれば、燃料がどういうふうに燃料の

除熱がどうできるかということは、一つは自ら除熱される部分がもちろん多

いと思いますけども、もちろんそれ以外にコンクリートと言いますか、そう

いう所を伝わって徐々に拡散していくという、全体の熱バランスが実際に崩

壊熱として放出されます熱よりも、除熱ができれば当然問題ないわけですか

ら、十分な水が注入されていれば基本的は問題がないというふうに考えられ

ます。 

 

Ｑ： 今ので分かりました。そうしますとちょっと角度を変えまして、その燃料

が何度になればコンクリートを浸食していくというようなことは、過去にデ

ータとしてあるんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院) 保安院でございますけど、確か今の計算では 1,500 度ですかね、

1,500 度まで燃料の中心部は高くても、周辺部、コンクリートと接触している

ところは確か計算上 1,500 度までで止まるというような計算だったと思いま

す。燃料の温度は何度かというご質問に対して周辺の中で違いますので、当

然周辺部分は低くて真ん中は高いという、そういうことではないかと思いま

す。 
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Ｑ： そうしますとごめんなさい、1,500 度に、これは多少の前後はあるにして

も、めどとして 1,500 度にならない限りコンクリートの浸食は起きないとい

う、そういう理解でよろしいんですか。 

 

Ａ：(保安院) 東電の解析ですので東電の方からが適切かもしれませんけども、

当然コンクリートは浸食する温度はコア・コンクリート反応と言いますか、

起こる温度というのはありますので、もちろん劣化ということは別途あるか

もしれませんけど、いわゆるコア・コンクリート反応が起こる溶融と言いま

すか、そういうものはある温度にならないとないと。ただしもちろんコンク

リートですから、当然熱を加えれば劣化というのは別途発生する可能性はあ

ります。 

 

Ｑ： 今のお話だと、具体的な細かい検証データは現在のところは無いっていう、

そういう理解でよろしいでしょうか。 

 

Ａ：(保安院) どういう検証でやったか、実際に多分ご質問は核燃料を使った実

験データがあるかと、そういうご質問だと思いますので、そこはちょっと私

今事実関係は承知しておりませんので、今すぐはお答えできません。 

 

Ｑ： そうしましたら次回以降ですね、そのデータについて。 

 

○司会 

 今東京電力の方で持ってるデータを説明するということです。 

 

Ｑ：じゃあお願いします。 

 

Ａ：(東電)コンクリートの浸食に関しましては森山対策監の方からお話があり

ましたとおり 1,500 度を使っております。いわゆる融けるというような状況

になります。したがって、そういった 1,500 度に達する状況が継続いたしま

すとコンクリートを浸食していくということになります。したがって、発熱

しながら当然浸食することでコンクリートを融かすことで熱が奪われますの

で、その分溶融した燃料は冷えることになりますので、最終的には 1 号機の

場合は 65 センチ程度侵食した段階で、発熱量より除熱量の方が上回って、そ

のまま固まっていくというような状況になります。それからこの辺りのデー

タに関しましては、いわゆる私どもが使ったマープという解析コードは、エ



 

62 
 

プリといいます米国の電力中央研究所で開発したコードでございまして、こ

ちらの方で一部実験データを使って評価が行われおります。コンクリートの

組成などに関しましては、午前中のご質問にありましたけれども、NRC が持っ

ている玄武岩系のデータを使って解析をしているということになります。 

 

Ｑ： 繰り返し確認で。その浸食というのはやはり周りの環境の状況とか、コン

クリートの属性もあるんですけども、一応燃料自体は 1,500 という、そうい

うめどということで。1,500 という、なぜ 1,500 度がめどなのかという、根拠

のデータというのはどこからなんですか、ごめんなさい繰り返しですいませ

ん。 

 

Ａ：(東電)はい、こちらは実験のデータが確かあったと思いますので、そちら

の方、実際何を持ってきたのかについては確認します。コンクリートの溶融

温度ということで提示されておりますので、一般的に知られている値ではな

いかと思いますけれども。 

 

Ｑ： その 1,500 度の根拠について、後日わかれば教えていただけますか、お願

いします。 

 

Ａ：(東電) はい。 

 

○司会 

 それでは。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：フリーの木野ですけれども、度々すいません。東京電力の松本さんにちょ

っと確認できればと思うんですが。先ほどの 12 日のモニタリングの件なんで

すけども、当時、東京電力以外に敷地内でモニタリングされてた他電力とか

はいらっしゃらないですよねというのが、ちょっと確認できればと思います。

それから 12 日の数字なんですけれども、今、見たら 12 日の午前 3時 30 分過

ぎに、ヨウ素 131 検出というのが、15 条通報で保安院に送られているんです

が、その後、午前 8 時のものが、チャコールに放射性物質が付いているとい

うのだけあって核種の分析がありません。これは、なぜ 3 時 30 分にできて、

ヨウ素を検出できて、その後にできていないのか、理由がもしわかればご説

明お願いできますでしょうか。それから同じく松本さんに。昨日のワークシ

ョップの件で解析は、基本的には以前 5 月に解析をした条件のまま、それを
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また使われているということなんですが、ちょっとその 5 月の条件というの

が、昨日の松本さんのご説明にもありましたが、保安院の条件に比べると、

かなり条件がゆるいのはないかなと思うんですけれども。溶融の時間が東京

電力の方が時間が掛かっていますし。そういう意味で、ご説明の中で保守的

というお話がよく出てくるのですが、どうもどちらかというと楽観的に見て

いるようにも思えるのですけれども、その辺、例えばマープ以外の解析コー

ドというのを、より保守的に状況を見る上で使われるというようなお考えと

いうのはないでしょうか。それから文部科学省の伊藤さんにちょっと 1 点だ

け。学校の先生に配布している線量計なんですけれども、これ 5 月ぐらいか

ら同じことをお伺いしてるんですが、1校で 1人の先生というのは、余りにも

状況を反映しなさ過ぎると思うんですが、これを増やすというのは、考えと

してはないんでしょうか。以上お願いします。 

 

Ａ：(東電)3 月 12 日の時点で他電力の方々が、モニタリングを敷地の中でやっ

ていたということは、今のところ確認できておりません。それからチャコー

ルの付着でございますけれども、ヨウ素が当然、揮発性の物質でございます

ので、支配的であるということは感覚的に知っておりますので、8時の段階で

は全ガンマといいますか、全体を調べてそれでよしとしたのではないかとい

うふうに思っております。結果的にはゲルマを通して分別する必要がありま

すので、要は核種の分析を優先するか、スピードを優先するかというような

問題だと思っています。それからマープの解析例と、保安院さんの解析でご

ざいますが、これは一概に使ってるデータが違うからでございまして、この

点をもって保守性があるかとか、非保守的だとかというような判断は出来か

ねるというふうに思っております。残留熱の設定をどういうふうにするかと

いうようなところで違いますので、現実的な値を使うことが決して保守的な

評価には繋がらないというふうに思っております。それに関連して、さっき

テレビ朝日さんの方から質問があった 5 月 6 月の時点と今回の時点で、何が

結果的に違ったのかというようなところでございますが、やはり 5 月 6 月の

頃は、いろいろなマープの解析結果を元に、私どもは炉内の状況を考えてい

ますと、まだ圧力容器の中にあるだろうというふうな推定をしておりました。

その後 8 月 9 月とパラメータが変動を見ておりますと、圧力容器の温度が基

本的に 100℃を下回る状況になってきたということから考えますと、発熱する

物質、損傷燃料がここの位置にはないのではないかというふうに思い始めて、

新たに証拠を集めて今回のような結論を導き出したというような状況でござ

います。 
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Ｑ： 先に松本さんにいいですか、1 点だけ。条件が解析によって違うというの

は分かるんですけど、要するにマープ以外のものというのを、なぜ使わない

のかなというのが、ちょっと分からないんですけれども。 

 

Ａ：(東電)私どもが持ってるのがマープでございまして、昨日、保安院さんで

開いてくださったように、今後はこういったマープの解析結果ですとか、エ

ネルギー総合工学研究所さんがお持ちのコードですとかを比較検討して、よ

り精度を上げていくことが必要だというふうに思っております。 

 

Ｑ： 東電として他の解析コードを入手して、より自社の中で精度を上げるとい

うのは難しいんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)私どもとしては、現在マープを持っておりますので、こちらの方で

なるべく出来るだけのことはする予定でございます。 

 

Ｑ： 他の解析コードを入手すると、これはそれなりに資金とかが掛かるという

ことなんでしょうか。技術的に出来ないのか、資金的に出来ないのか。 

 

Ａ：(東電)当然コードを購入いたしますと、必要なお金はかかってまいります。 

 

Ｑ： ですので、他のコードを使わないというのは、技術的に出来ないのか、資

金的に出来ないのか、何かその理由というのはあるんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)必要性の観点から判断したいというふうに思っておりまして、私ど

もとしては、このマープの解析コードで今回のシビアアクシデントの炉心の

状況、それからコアコンクリート反応といったところまで推定が出来ると思

っておりますので、今後はこの精度を上げていくということと、後は各コー

ドは保安院さん、JNES さんですとか、エネルギー総合工学研究所さんか、サ

ンプソンを持っておりますので、そういったところと比較検討をしていくこ

とが重要だと思っております。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

Ａ：(文科省) 文部科学省です。福島県内の全部の学校に、先生方に積算線量計

を持っていただいて、学校内における児童、生徒の線量の評価に使っておる

ところでございますけれども、まず学校における児童、生徒の被ばく線量に
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ついては、8月の末に校庭で 1μSv/h 未満、それから年間で 1mSv 以下を目標

とするということを掲げてございます。これに対して、先生方に線量計を持

っていただく目的というのは、学校における児童、生徒の線量が、今、申し

上げたような目標を安定的に下回ってるということを確認するためでござい

まして、必ずしも子供たち 1 人ひとりの線量の評価をするというものではあ

りません。それから学校の先生に線量計を持っていただくのに加えまして、

現在、補正予算を使って各学校に 24 時間常時空間線量が測定できるような、

またその結果がインターネットを通じて確認できるような施設、ハードウエ

アの整備を進めておりますので、そういったものを含めてトータルで学校に

おける線量の低減というのを確認していきたいというふうに考えております。 

 

Ｑ： ただですね、当時学校の先生に線量計を持っていただくというのは出来る

だけ生徒の行動に近い方に持っていただくというのが主旨であったはずで、

そういう意味では数を増やすことでより生徒の受ける線量を把握出来るんで

はないかと思うんですけど、これは 1 人 1 人の線量評価ではないということ

で出来るだけ 1 人 1 人の線量評価に近づける目的だと思うんですがその辺は

いかがでしょうか。それからモニタリングの装置があるのはそれは結構なこ

とだと思うんですけれども、それ以外に要するに 1 人 1 人のものを出来るだ

け把握するという意味でもやはりもし出来るのであれば先生に持っていただ

く線量計を増やすというのは考え方としてあると思うんですけれども、これ

はもう文科省としてはそれは無しという考え方になるんですかね。 

 

Ａ：(文科省) 先生方に持っていただく目的は今申し上げたように学校における

全生徒の線量の傾向を見るということで、現にその結果によりますと 0.1 か

ら 0.2μSv/h というのがその積算線量計による実測値でありますし、それか

ら年間に直しても1mSvという目標に対して0.2mSvということで当初の目的、

線量計を配って付けていただく目的つまり学校における線量が安定的に継続

的に十分低いレベルにあるということを確認するという目的は十分果たして

いるんだというふうに考えております。したがって現在その数を増やすとい

うことは考えておりません。 

 

Ｑ： 当初の目的は学校の線量はもちろん低いことを確認するのももちろんそう

だと思うんですけれども、生徒の 1 人 1 人の被ばく線量を確認するという上

で生徒の行動に近い先生を選んで積算線量計をもっていただくというのが主

旨だったはずなんですけれども、これはもう今ではその目的というのはない

んですか。 
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Ａ：(文科省) 今申し上げた点については 5 月 27 日に福島県内における児童生

徒等学校における線量低減に向けた当面の対応という文章、ホームページに

も載っておりますけれども今申し上げたような説明、目的のために先生方に 1

人の先生に線量計を持っていただくということを説明しているところであり

ます。その考え方は今も変わっておりません。 

 

Ｑ： 分かりました。当時坪井審議官がそういうお答えをされていたのでそうい

う目的が当然共有されているのかと思ったんですが、そうするとそれは当初

から無かったということですね。 

 

Ａ：(文科省) 前任がどういう流れの中でどういう説明をしたか詳細今確認出来

ませんけれども、1人 1人の線量を把握するということではなくてその子供達

の行動を代表する先生に付けていただくことによって子供達の線量を推定す

る。そのために先生に積算線量計を持っていただくという考え方は多分当時

と今も変わっていないと思います。 

 

Ｑ： であればなおさら要するに持っていただく先生を増やせば把握もより詳細

に出来るわけですよね。当然今の現状で 1 人の方が持っていて下がっている

のは分かるんですけれども、数を増やす事でよりそれを正確に出来ると思う

んですけれども、これはもう文科省としては今の状態で十分ということにな

るんでしょうかね。増やすという考えは当面は無いということは今ので十分

ということですか。 

 

Ａ：(文科省) はい。学校における子供の被ばく線量の把握についてはさっき申

し上げたようなまた別にリアルタイムで線量計を置くというようなことも考

えておりますので、現在のところ先生方の積算線量計を増やすという考え方

は持ってません。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

 それでは以上で本日の記者会見を終わりにさせていただき、では最初にお 1

人では二回目三回目お願いします。 

 

○NPJ 吉本興業 おしどり 
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Ｑ：NPJ 吉本興業のおしどりです。よろしくお願いいたします。まず文科省によ

ろしくお願いします。本日公表されました福島県における土壌の放射線モニ

タリング、プルトニウムの地図についてなんですけれども、この内容の中で

以前の資料でもよく全国平均より 1 桁高い若しくは全国平均と同等等でプル

トニウムが事故由来のものかどうか判断されておりますが、福島県自体の事

故以前のプルトニウムの検出量解析資料等はお持ちなんでしょうか。全国平

均ではなく福島県この解析した地域の事故以前の資料データというのは文科

省としてお持ちなんでしょうか。どうぞよろしくお願いします。そして園田

政務官によろしくお願いします。本日の質疑の中で説明会の資料は作成した

方の見解なので政府統一見解ではないと。そして各説明会で配布した資料は

本人の確認を取らないとお示しできないというようなご回答をされたと思う

んですが、違いますでしょうか。何ですか、全段が違いますか、分かりまし

た。各地で先だって川内村の説明会の資料、様々な除染説明会の資料など出

来ればお示しいただきたいと思うのですが、小児甲状腺サーベイの説明会や

福島県の検討委員会の資料など福島県で行われている様々な説明会の私は傍

聴に行き資料をいただいてまいりましたが、放医研の方々そして被災者生活

支援チームなどお話しをいたしますと避難をされていてこの説明会に出席さ

れない方は大勢おられるので、この資料はネット上で公開してもいいかと確

認を取りますと是非してくれとあちこちで言われます。ですので配布した資

料は本人の確認を取らないとお示し出来ないというのはこの説明会の性格上

少しそれはおかしいのではないかと思いますが、各地の福島県での説明会の

資料をできればお示ししていただければと思います。どうぞよろしくお願い

します。 

 

Ａ：(文科省) 文部科学省です。過去の環境放射能調査の結果については今手元

にはございませんが、文科省のホームページの方で年代とか核種、それから

エリアを指定すると検索できるシステムがあったと思います。それでこの地

域の数値は分かるんではないかなと思いますが一度ちょっと確認したいと思

います。 

 

Ｑ： ありがとうございます。それを確認していただけるということで、それを

見るとそのシステムが今現在も生きていれば事故以前の福島県のプルトニウ

ムやストロンチウムなどの汚染量が分かるということでしょうか。 

 

Ａ：(文科省) 過去のフォールアウトの結果についてはその中に入っていたと思

いますし、また印刷物になっていたと思いますので、具体な数字は次回にで
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も確認してお示ししたいと思います。 

 

Ｑ： ありがとうございます。よろしくお願いします。その事故以前の福島県の

プルトニウムやストロンチウムなどの汚染量のデータがあるにもかかわらず、

いつも必ず全国平均と比べられるという理由が少し分からないのですが。 

 

Ａ：(文科省) 特段意図はないかと思います。ちなみに今回発表しておりますの

は文科省が測定したものではなくて、現地対策本部と福島県の方で発表され

た資料ですのでもしあれでしたらそちらの方にちょっとお尋ねいただければ

と思います。 

 

Ｑ： 分かりました。ありがとうございます。 

 

Ａ：(園田政務官) 先ほどですね、すいませんちょっと肉声で前段が違うという

ことを申し上げたんですけれども、というのは先ほどちょっとひょっとした

ら聞いてらっしゃらなかったかもしれませんけれども、政府の見解とそれか

ら説明会で話していらっしゃる方と見解が違うということを私は申し上げた

つもりはありません。したがって当然ながら私ども政府が原災本部を通じて

今までの健康に関する考え方というのはお示しをさせていただいております。

それは統一見解としてございます。それを受けて国からの言わば放医研のよ

うな独立行政法人というような形で国の指針にお示しをさせていただいたも

のにのっとって専門家の方々がいらっしゃいますので、そういった方々に更

に分かりやすく住民の皆さま方にご説明をしていただいているというのが今

の現状でございます。したがって大きく違うということは当然ながらあり得

えません。それは前提に申し上げた上で住民の皆さん方がそういう形で求め

ていらっしゃるというのがあるということで今聞かせていただきましたけれ

ども、一度現地の方と現地の対策本部あるいはすいません、支援チームも含

めて少し何か検討をしてみて何か分かりやすい形で公表できるようなものが

あればそういったことは検討の余地はあるんではないかなというふうには思

います。 

 

Ｑ： ありがとうございます。政府の見解と説明会の見解は別に異ならないとい

うことで、本日第 6 回の低線量被ばくに関してのワーキンググループがあり

ましたので、前々回第 4回のワーキンググループで、細野大臣は 100mSv 以下

でもしきい値なしの直線モデル、LNT モデルを使うということを徹底するとい

うふうにおっしゃられておられましたが、その徹底は前回の川内村の説明会
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の資料では行われていないように思いましたが、これは別に大きく違わない

ということでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官) 言わば大臣がどういう意図でちょっとおっしゃったのか、ち

ょっと私も文脈を全部見てるわけではありませんけれども、そういう意味で

はこれから正しく今専門家の方々にお話をしていただいておるところでござ

いまして、その後言わばご提言をしていただいた上で、政府として今後の説

明、住民の方々への説明というものを、これは今の事故に際してということ

よりは、将来的なことに対して今後検討はしていかなければならないだろう

というふうに申し上げたんではないかというふうに思います。 

 

Ｑ： はい、何か今一よく分からなかったんですけれども、福島県の各地域で行

われておりますその専門家の方々の説明会の資料を公表できない理由として

は、著作権に関してのみでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官) いや、著作権という、先ほどは著作権も含めてというふうに

私も申し上げたんですけれども、ご本人のやはり同意が必要ではないかなと

いうことで、今の現段階ではまだ皆さん方には公表はさせていただいてない

ということを申し上げました。 

 

Ｑ： 一旦説明会などで不特定多数に配布された資料に関しては、営利目的など

で利用されない限り著作権は適用されないとは思うのですが。 

 

Ａ：(園田政務官) したがって、製作者であるご本人の意向がありますので、そ

の方のご意向を踏まえて今後対処はしていかなければならないというふうに

考えたということでございます。 

 

Ｑ： 分かりました。小児甲状腺サーベイ、先ほども申しましたが、小児甲状腺

サーベイなどの説明会での放医研での、それでトータル 6 人ぐらいの先生方

とお話いたしましたが、どの先生方も説明会の資料は公表しても良いとおっ

しゃっておられたんですけれども。 

 

Ａ：(園田政務官) したがって放医研だけではありませんので、他の大学の方も

いらっしゃって専門家の方でご説明をしていただいている方がいらっしゃい

ます。したがって、そういった方々に今お 1 人お 1 人確認をさせていただい

ているという状況でございます。 
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Ｑ： 分かりました。では公表の方よろしくお願いいたします。 

 

○司会 

 では次よろしくお願いします。 

 

○回答する記者団 佐藤 

Ｑ：よろしくお願いします。回答する記者団の佐藤です。2点だけお願いします。

園田さんに。まず、今日の配布資料でありました、独立行政法人等における

ゲルマニウム半導体検査器の保有台数の資料、1枚のやつですけれども、これ

を作成した機関のクレジットが入っていませんけれどもこれはどこでしょう

か。どこに問い合わせればここに記者会見に出ていない国民もこの資料を入

手できるか、それについてお答えいただけませんでしょうか。それともう一

つ、説明会の資料の公開について、今のおしどりさんの質疑の中で、公表で

きるのかどうかそれぞれの研究者の方に確認しているということをおっしゃ

いましたけれども、これが事実かどうか、以上 2点よろしくお願いします。 

 

Ａ：(園田政務官) 失礼しました。保安院のホームページでこれも公表をすると

いうことですので、すいません、ちょっと抜けていたかもしれませんが、今

日の配布としてはクレジットは保安院にしといていただければと思います。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

Ａ：(園田政務官) それからあと、この間も支援チームからお伝えをさせていた

だいておりますけれども、その説明をしていただいた方々に今公表していい

かどうかの確認を取っているという説明はこの間したとおりでございます。 

 

Ｑ：いつまでにというのはありますでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官) そういったことはないと思います。 

 

Ｑ： では、資料の公表は迅速に行っていただけますようお願いします。以上で

す。ありがとうございます。 

 

○司会 

 それでは前の方お願いします。 
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○ネオローグ 小嶋 

Ｑ：ネオローグ小嶋です。すいません、先ほど漏れがありました。1点、文科省

の伊藤さんに。検査機器の納入というか、半額補助の申請にあたって 40Bq と

いう一応目安を示されたところなんですけど、ここの 40Bq の目安というのは

どういった点から出たのかという数字なのかというのを一つお聞きしたいで

す。もう 1 点すいません、東京電力さん。一部報道で吉田所長が 1 号機の事

故当初に原子炉の海水注入の中断命令を、今から言うことを聞くなという前

置きをして注水停止を命令したということで、この点に関して東電さんの調

査で、社内の調査などで確認されているのか認識はどうなのかということを

お聞きしたいです。もう 1 点、以前この共同会見に環境省の方の出席をお願

いしたいということがあって、細野大臣も前向きに検討するとのことでした

が、今のところの経過をおおよそ教えていただければと思います。 

 

Ａ：(文科省) 文部科学省でございます。先ほどの 40Bq/Kg というのは全体とし

てそのような濃度の検出可能な機器を購入するという趣旨であります。参考

にしましたのは、ご案内のとおり現在厚生労働省において暫定規制値の見直

しが進められております。全体として 5 mSv を 1mSv に、5分の 1に下げると

いうような方向が現在議論されておりますので、言わばそういった議論を見

越して、飲料水、牛乳ですと現在の暫定規制値というのが200Bq/kgですので、

仮にではありますが、それが 5 分の 1 になった時でも測れるようにというこ

とから設定したものというふうに聞いてます。 

 

Ｑ： これが仮に今方針的にはそうなってると思うんですけども、これがまた仮

なので、ちょっとこれに変化があった場合ということだとすると、これの数

字はまた見直しなどされる予定はありますでしょうか。 

 

Ａ：(文科省)今申し上げましたような議論と全く別の方向の議論になってです

ね、この検出限界では測れないといった状況になれば見直しするかもしれま

せん。 

 

Ａ：(東電)東京電力でございますが、所長の吉田が所長の判断で海水注入を続

行したことは事実として確認しておりますけれども、その際どういった発言

をしたかについては確認しておりません。 

 

Ｑ：了解です。ありがとうございます。 
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Ａ：(園田政務官) 環境省の方に来ていただく件は、先ほどもお答えをしてまし

たけれども、もう一度繰り返しますけれども、先般宮嶋さんからそういった

お声がありまして、大臣に対してですね。大臣も検討するということであり

ました。その後私の方から、私にも同じ質問をいただきましたので、大臣と

それから環境省に対してもその確認をさせていただいて、今こちらに来る準

備をさせていただいております。というのは、あそこもなかなか多岐に渡っ

て少ない上に、今除染の現地に追われているところもありますので、あるい

は国会対応ということもありますので、そういったところに人員を割けるか

どうかを含めて今調整をしていただいている段階でございます。でき次第こ

ちらに来るようには伝えておりますので、そのことは来ることが決まれば前

もって皆さん方にはメール等でお知らせしたいと思ってます。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

○司会 

 それでは以上で本日の会見を終わりにさせていただきたいと思います。次回

でございますけれども、5日の月曜日 16 時半からを予定しているところでご

ざいます。詳しくはまた改めてメールにてご案内をさせていただきたいと思

います。本日はどうもありがとうございました。 

 


